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課題 成果取組

自主管理ながら担い手不足に直面していた、外国人所有者が多いマンションにおいて、
外部専門家を役員として登用し、管理の適正化に取り組んだ事例

管理者不在、自主管理による
管理の限界

エレベータの修繕・更新が

必要だが、設計図書・管理規約・
長期修繕計画などがない状況

修繕積立金の分別管理がされて
いず、修繕費用が不足している

外国籍の区分所有者との
コミュニケーション不足

小規模マンションの管理者マニュア
ル、マンション管理士が役員になる

場合の留意点

外国籍の区分所有者の
対応方法の道筋

修繕積立金改定シミュレーション案
による長期修繕計画改正案の策定修繕積立金の改定シミュレーション案

を３パターン作成

管理者として就任したマンション管理士
による管理適正化

「長期修繕計画」策定のための
建物診断の実施

管理規約・使用細則を理解してもらう
ために中国語（簡体字・繁体字）に翻訳

【竣工年（築年数）】 昭和54年（築37年） 【総戸数】 9 戸

【単棟型 or 団地型】 単棟型 【階 層】 5 階建

【自主管理 or 委託】 一部委託（会計業務）

【エリア】 東京都

【耐震診断・耐震改修の実施の有無】 未実施

Ｊマンション 補助事業実施主体：一般社団法人日本マンション管理士会連合会

写真枠

・J①マンション管理者マニュアル
・J②マンション管理士が管理者等になる時の留意点
・J③管理規約集（日本語版）（簡体中文版） （繁体中文版）
・J④修繕積立金シミュレーション①～③

水平展開
可能な資料




〇〇〇〇〇管理マニュアル 


作成： マンション管理士 〇〇〇〇〇（一般社団法人 〇〇〇マンション管理士会 会員） 







◆はじめに 
 
 当マンションは戸数が９戸で組合員数が少ない為に、管理組合の運営を理事
会方式ではなく、総会で管理者を選任して管理者方式でマンションの管理業務
を行なって頂きます。 
 
 理事会方式では、複数の理事が総会で選任され、理事の互選で理事長（管
理者）が選任されます。理事長は理事会を開催して出席理事の過半数の同意
で、マンションの管理を行いますが、管理者方式では管理者１人でマンションの
管理を行います。 
 
 このような背景を踏まえ、管理者が管理業務を行う上で必要であると思われ
る最低限の知識について、資料として簡潔にまとめる事に致しました。 
 
 本管理者マニュアルの内容が、マンション管理をすべてカバーしている訳では
ございませんが、新たに管理者になられる方のお役に立てば幸いです。 
 
 


１ 







管理組合について 


２ 







管理組合と自治会の違い 
加入する人 主目的 活動範囲 法的定義 


 


管
理
組
合 


区分所有者のみ 
（自動的に加入） 


マンション建物や敷地、
付属施設などを適正に
維持管理し、住民の快
適な生活を支える 


マンション建物
および敷地内 
（必要に応じて 
 地域コミュニ  
 ティー） 


「建物の区分所有等
に関する法律」第３
条において定義され
ている 


 


自
治
会 


居住者全て 
（任意で参加） 


地域において、課題の解
決や安全・安心の環境を
築く為に、地域的な共同
活動を行う 
 


町内、マンショ
ン内、学区内等 


地方自治法第２６０
条の２第１項におい
て定義されているが、
設立や加入は任意 


管理組合とは？ 


 管理組合は、マンションの区分所有者で構成される組織で、各住戸の所
有者は区分所有法で自動的に組合員になります。 
 
※区分所有者・・・分譲マンションの各住戸の所有者 


３ 







管理組合の組織構造（概念図） 


共用部分の管理について区分所有者で 
協議して、方針や議案を決議する場 


 
 
 
 
 
 
 
 


管理組合 


総 会 


共用部分の保全を行い、総会で決議 
された事項を執行する機関！ 


 
総会で選任された理管理者は、組合員の
要望等を基に、管理業務の方針や総会 
議案等を討議して総会に上程します。 


管理者 


区分所有者等が管理組合の一員として 
適正にマンションを管理する組織 


４ 







管理者の業務について 


５ 







7 


管理者は、どこを管理するの？ 


共 用 部 分 


 
 
 
 


専 有 部 分 各部屋の持ち主が管理 


管理者が管理する部分 


（専有部分以外のすべて） 
 


 ・みんなで使う場所  玄関ホール、エレベーター、廊下、階段、 
               ごみ置き場等 


  
 ・専用使用部分      バルコニー等 


（各部屋の居住空間の部分） 


６ 







すべては、快適に居住・営業が出来て、組合員 


の資産価値を維持する為に行う業務です！ 


お 金 


ソフト 


ハード 


管理者の業務 
管理者って、何をするの？ 


◎建物の維持管理 


  清掃、点検、修繕等 


  長期修繕計画に基づく計画修繕（大規模修繕）     


  専有部分のリフォーム管理 


◎生活管理 


  共同生活のトラブル防止と発生時の対処 


  風紀・秩序・安全の維持や防災に関すること    


  官公庁や町会等との渉外業務やお知らせ等の広報業務    


◎運営管理 


  管理費等の徴収・出納や積立金運用等の経営的なこと 


  管理業務の遂行や運営のことを決める話し合い                            


  運営の方向は、総会で決める 


７ 







管理規約と使用細則について 


 マンションには利害が様々な多くの人が暮らしており、全員の要望を満たす
のは難しいため一定のルールが必要になります。 
 


 国が定めた「建物の区分所有等に関する法律」（通称:区分所有法）では、 
マンションの管理または使用に関する取り決めを「規約で定めることができる」
としています。これを受け、マンションの憲法として「管理規約」があり、個別の
法律として「使用細則等」があると思って下さい。 
 


 当マンションの管理組合、および管理者の業務も、「管理規約」と「使用細則
等」で定めた事項に沿って実施されています。 
 


「管理規約」と「使用細則等」には、以下の様な事が定められている 
 


・管理組合の役割り 
・建物の用途、区分 
・管理費、修繕積立金について 
・管理者、総会について 
・トラブルの対処法や生活ルール 


８ 







管理者が行なう主な役割り 


①管理業務委託契約等の変更・更新案を作る 
②管理規約や使用細則等の変更案を作る 
③長期修繕計画案を作る 
④業務報告をとりまとめ、翌年度の計画案を作る 
⑤決算報告を行い、予算案を作る 


⑥共用部分の保全・維持管理 
⑦迷惑行為への注意勧告 
⑧滞納管理費などの請求（未収管理） 
⑨専有部分のリフォーム許可 
⑩その他、通常の管理活動 


  管理者が起案する


が、実施には総会で
承認が必要なもの 


管理者が起案・承
認・実施できるもの 
※但し、管理規約および
使用細則に権限の記載


がされている範囲 


次頁以降で個別に解説いたします。 


９ 







②管理規約や使用細則の変更案を作る 
 日常の管理活動から出てきた問題点を整理し、解決していくための話し合
いを行ないます。「管理規約」や「使用細則等」の変更が必要なときは、総会
に上程する為の変更案を作成します。 


③長期修繕計画案を作る 
 承認された「長期修繕計画」を定期的（５年毎）に見直し、実情に合った修
繕計画にする為に現状を把握し、変更すべき点を洗い出します。 


④業務報告をとりまとめ、翌年度の計画案を作る 
 それぞれ理事会の役員が行なってきた業務の報告を行ないます。また、管
理会社から委託業務の報告を受け、これらを元に翌年度の事業計画案を作
成します。 


①各種契約等の変更・更新案を作る 
 契約している業務委託会社との委託内容やマンションが加入している各種
保険等について、更新するのか、変更するのか検討し、必要であれば変更案
を作成します。 
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⑤決算報告を受け、予算案を作る 


 業務委託している委託会社から決算報告を受けて内容をチェックし、翌年
度の予算案を作成します。（決算書、予算案とも作成後に総会の承認を受け
る） 委託会社に委託している業務と金額の妥当性については、外部の専門
家（マンション管理士等）の意見も聞き、金額の見直し等も行ないます。 


※委託会社・・・管理者だけで管理活動全てを行なうのは無理がある為、通常は委託会社と 


          契約し多実務業務を委託している。これにより管理者は日々の管理活動に 


          集中する事が出来る。 


          〇〇〇〇〇（株）に会計業務を、（株）〇〇〇〇〇にエレベーター保守業務を 


          委託契約をしている。 


 


※マンション管理士・・・マンション管理適正化法に基づく国家資格者で、マンション管理に 


               関して、管理組合や区分所有者等からの相談に応じ、マンション 


               管理組合の立場に立って、助言、指導その他の援助を行う。              
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⑦迷惑行為に勧告や指示を与える 
 住民が「管理規約」や「使用細則等」に違反したり、共同生活の秩序を乱す
行為を行なっているときは、必要な勧告や指示・警告を与えます。 
 


⑧滞納管理費などを請求する（未収管理） 


 組合員が期日までに管理費や修繕積立金などを納めていないときは、管理
会社が一定期間督促をしますが、長期滞納者には管理規約にもとづき滞納
分と定められた割合の遅延損害金を請求する訴訟を、総会決議を経て管理
組合管理者名で行います。 
 


⑥共用部分の保全・維持管理 
 


 共用設備の維持管理に必要な保守点検を行い、共用部分の破損した箇
所を補修したり、日常清掃や定期清掃等により良好な住環境を確保する。  
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⑨専有部分のリフォーム許可を出す 


 リフォームを行なう予定の区分所有者から届出を受けたら、そのリフォーム
工事の内容や時間、期日などをチェックし、管理者名で承認を行ないます。 
 


⑩その他、通常の管理組合活動 


 状況に応じて以下のような事項も協議し、方針を決定します。 
 
・居住者からの相談事項について（直行便等） 
・業務委託会社からの報告事項について（破損、故障、点検、清掃等） 
・広報および連絡業務 
・マンション内および地域コミュニティ活動への協力 
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管理組合の総会について 
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管理組合総会とは？ 
 管理組合における最高の意思決定機関であり、管理者が起案した以下の
ような項目について決議を行なう場です。 
 


・当期の収支決算報告と次期の予算案及び事業計画の承認 
・管理費等の額や賦課徴収方法 
・管理規約や使用細則等の変更 
・長期修繕計画の作成又は変更 
・計画修繕の実施や修繕積立金の取崩し 
・積立修繕金の保管及び運用方法 
・滞納や違反者等の訴えの提起 
・敷地および共用部分等の変更や共用部分の復旧 
・建替え決議 
・次期管理者の選任及び解任 
・管理上の問題解決策、その他管理組合の業務に関する重要事項 


・企業の株主総会とは違い、総会での緊急動議は法律で禁じられている。 
 （区分所有法 第３７条第１項）。 
 よって、決議出来るのは、総会の招集で事前に通知した議案のみに限る。 
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出席数（定足数） 必要議決権数 議案の種別 


普通決議 議決権総数の半数以
上を有する組合員 
 
（委任状は出席者と    
 見なします） 


出席組合員の議決権の過半
数 
（半数しか出席の無い場合は 
 全体では２６％の賛成で可 
 決される場合がある） 


・使用細則改正 
・管理に関する変更承認 
・決算、予算案承認 
・管理者の承認 
・違反者への行為停止請求 


特別決議 組合員数も議決権数
も総数ですので、右
の必要決議件数と同
数が必要 


組合員総数の４分の３以上 
及び議決権総数の４分の３
以上 


・管理規約改正 
・管理組合法人設立承認 
・敷地及び共用部の形状等  
 の著しい変更の承認 
・違反者への訴訟提起 


建替え決議 組合員数も議決権数
も総数ですので、右
の必要決議件数と同
数が必要 


組合員総数の５分の４以上 
及び議決権総数の５分の４
以上 


・建替え決議 


決議要件 
 決議要件は３種類に大別され、それぞれ必要な出席数、および必要議決権数 


が異なります。 
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管理費と修繕積み立て金について 
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①管理費 


 マンションの管理活動を行なう生活費に当たります。 
費用には以下の様な項目があります。 
 


・管理者や清掃員の人件費 
・国や地方自治体に払う税金 
・共用設備の保守や運転費 
・備品費や通信費、その他事務費 
・マンション共用部等に掛けてある保険料 
・設備や施設の（日常）修繕費 
・清掃、消毒、ゴミ処理費 
・委託業務費 
・専門知識を有する者（マンション管理士）の活用に要する費用 
・広報等の印刷費やコミュニティ形成に要する費用 
・管理組合、理事会等の運営費 
・その他、通常の管理にかかる諸費用 
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 マンションの貯蓄に当たります。長期修繕計画にもとづく修繕工事において
使われます。※以下は築年数にもとづく修繕工事の一例 
 
（築年数の目安） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


②修繕積立金 


 １      ６     １２     １８      ２４      ３０     ３６ 


初
期
不
良
補
修 


鉄
部
塗
装 


屋
上
防
水 


外
壁
補
修 


鉄
部
塗
装 


内
装
改
修 


鉄
部
塗
装 


舗
装
・街
渠
改
修 


屋
上
防
水 


外
壁
補
修 


鉄
部
塗
装 


機
械
駐
車
場
更
新 


消
防
設
備
更
新 


電
気
設
備
取
換 


給
排
水
管
更
生 


エ
レ
ベ
ー
タ
取
換 


大
規
模
修
繕 


大
規
模
修
繕 


大
規
模
修
繕 
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◆まとめ 


 管理組合の運営は、快適な住環境や資産価値の維持の


為に、非常に重要な事柄です。 


 また、その運営を管理者が行いますが、運営には専門知識


が必要な事柄も多く、専門家の助言や指導によって適切な


運営をする事も重要です。 
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（管理規約を改定する。） 


マンション管理士が管理者等になる時の留意点 


第３節 役 員 
第〇〇条（管理者） 
  管理組合に管理者を置く。 
 ２ 管理者は、組合員および組合員の２親等以内の者のうちから、集会で選任する。ただし、集会の合意により、マンション 
  管理士等の専門家を管理者に選任することが出来る。 


第３節 役 員 
第〇〇条（役員） 
 管理組合に次の役員を置く。 
  一 理事長 
  二 副理事長 〇名 
  三 理事（理事長、副理事長を含む。以下同じ。） 〇名から〇名 
  四 監事 〇名 
 ２ 理事及び監事は、組合員及び組合員と居住又は〇〇〇マンションに現に居住する２親等以内の親族のうちから、総会で 
  選任する。ただし、欠員が生じたときは、理事会で補充できるものとする。 
 ３ 前項の監事は、組合員以外のマンション管理士から総会で選任することもできる。 
 ４ 理事長、副理事長は、理事の互選により選任する。 


【理事会運営が有り監事に就任する場合】 


【理事会運営が無く管理者に就任する場合】 


※ 組合員から通帳保管と支払を担当して頂ける方を選任して、通帳と印鑑を一緒に保管しない様な工夫も必要！ 
  （マンション管理業者が業務受託している場合は、管理業者が通帳を保管する。） 


※ 理事会運営が有る場合は理事に就任するより、理事会運営で決議権を持たない監事に就任する方が適任！ 
   （理由①監事は決議権を持たず理事会の意思決定に直接関与しないので、組合員の自主性が保てる。） 
   （理由②監事は会計だけでなく理事会運営等の監査もでき、総会を招集して報告することもできる。） 
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〇〇〇〇〇管理規約 
 


 


第１章 総則 


第１条（目的） 


この規約は、〇〇〇〇〇の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、


区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。 


 


第２条（定義） 


 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ


る。 


一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第 


２条第１項の区分所有権をいう。 


二 区分所有者 区分所有法第２条第２項の区分所有者をいう。 


三 占有者 区分所有法第６条第３項の占有者をいう。 


四 専有部分 区分所有法第２条第３項の専有部分をいう。 


五 共用部分 区分所有法第２条第４項の共用部分をいう。 


六 敷地 区分所有法第２条第５項の建物の敷地をいう。 


七 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。 


八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に 


使用できる権利をいう。 


九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をい 


う。 


 


第３条（規約及び集会の決議の遵守義務） 


 区分所有者は、円滑な共同生活を維持する為、この規約及び集会の決議を誠実に遵守


しなければならない。 


２ 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び集会の決議を遵守させなければな 


らない。 


 


第４条（対象物件の範囲） 


この規約の対象となる物件の範囲は、別表第１に記載された敷地、建物及び附属施設


（以下「対象物件」という。）とする。 


 


第５条（規約及び集会の決議の効力） 


 この規約及び集会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、そ


の効力を有する。 


２ 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び集会の決議に基 


づいて負う義務と同一の義務を負う。 


 


第６条（管理組合） 


 区分所有者は、第１条に定める目的を達成する為、区分所有者全員をもって〇〇〇〇


〇管理組合（以下「管理組合」という。）を構成する。 
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２ 管理組合は、事務所を〇〇〇〇〇内に置く。 


３ 管理組合の業務、組織等については、第６章に定めるところによる。 


 


第２章 専有部分等の範囲 


第７条（専有部分の範囲） 


 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、店舗・事務所番号を付した店


舗・事務所及び住戸番号を付した住戸とする。 


２ 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 


一 天井、床及び壁は、駆体部分を除く部分を専有部分とする。 


二 玄関扉は、扉本体及び付帯部品を含め専有部分とする。 


三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれるものとする。 


３ 第１項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以 


外のものは、専有部分とする。 


 


第８条（共用部分の範囲） 


 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第２に掲げるとおりとする。 


 


第３章 敷地及び共用部分等の共有 


第９条（共有） 


対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。 


 


第１０条（共有持分） 


 各区分所有者の共有持分は、別表第３に掲げるとおりとする。 


 


第１１条（分割請求及び単独処分の禁止） 


 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。 


２ 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当 


権の設定等の処分をしてはならない。 


 


第４章 用法 
第１２条（専有部分の用途） 
 区分所有者は、１階店舗・事務所を除いて、その専有部分を専ら住宅として使用する


ものとし、他の用途に供してはならない。 
２ 区分所有者は、専有部分を暴力団等反社会的勢力の住居及び事務所として使用して 
はならない。 


３ 専有部分を暴力団等反社会的勢力が居住及び事務所として使用しているときは、管 
理者は当該専有部分の区分所有者に対し、その専有部分の使用禁止等の請求を行うこ 
とができる。 


 
第１３条（敷地及び共用部分等の用法） 
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければ


ならない。 
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第１４条（バルコニー等の専用使用権） 
 区分所有者は、別表第３に掲げる店舗前面敷地、事務所前面敷地、バルコニー、ルー


フバルコニー（以下この条、第２０条第１項において「バルコニー等」という。）につ


いて、専用使用権を有することを承認する。 
２ 専用使用料は無償とする。 
３ 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有し 
ているバルコニー等を使用することができる。 


 
第１５条（敷地及び共用部分等の第三者の使用） 
 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者


に使用させることができる。 
一 管理用倉庫、機械室その他・・・対象物件の管理執行上必要な施設管理事務（マ 
ンション管理の適正化の推進に関する法律（以下「適正化法」という。）第２条第 
六号の「管理事務」をいう。）を受託し、又は請け負った者 


二 電気室・・・東京電力株式会社等の電力供給会社 
 
２ 前項に掲げるもののほか、管理組合は、集会の決議を経て、敷地及び共用部分等（専 
用使用部分を除く。）の一部について、第三者に使用させることができる。 


 
第１６条（専有部分の修繕等） 
 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取


付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を行おうとするときは、使用細則に定


める条項に基づき、あらかじめ、管理者にその旨を通知し、設計図、仕様書及び工程表


を提出して、承認を得なければならない。 
２ 管理者は、第１項の場合において、共用部分に影響を及ぼさない場合には、原則と 
して承認しなければならない。 


３ 第１項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の 
修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。 


４ 管理者又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の 
箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、 
正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 


 
第１７条（使用細則） 
 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 
 
第１８条（専有部分の貸与及び譲渡） 
 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に


定める事項をその第三者に遵守させなければならない。 
２ 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則 
に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使 
用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。 


３ 区分所有者は、その専有部分を暴力団等反社会的勢力に対して、貸与してはならな 
い。 


４ 区分所有者がその専有部分を第三者に貸与又は譲渡する場合は、その契約書におい 
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て、賃借人又は譲受人自らが暴力団等反社会的勢力であったときは、その契約を解除 
しうる条項を入れなければならない。 


５ 前項の内容に反するにもかかわらず区分所有者が貸与契約等を解除しないときは、 
管理者は当該区分所有者に代位して、当該貸与契約の解除並びに専有部分又は区分所 
有権の返還請求をすることができる。 


 


第５章 管理 
第１節 総則 


第１９条（区分所有者の責務） 
 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図る為、常に適正


な管理を行うよう努めなければならない。 
２ 専有部分に起因する事故が発生した場合には、この規約その他関係法令による他、 


集会の決議により決定した補償内容について、当該区分所有者及び占有者が負担しな 
ければならない。 


 
第２０条（敷地及び共用部分等の管理） 
 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行


うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、


専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 
２ 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分 
の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 


 
第２１条（窓枠・窓ガラス・玄関扉等の改良） 
 各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、


防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、各区分所有者の


責任と負担において実施するものとする。 
２ 前項の工事を各区分所有者が実施することについて、細則を定めるものとする。 
 
第２２条（必要箇所への立ち入り） 
 第２０条により管理を行う者は、管理を行う為に必要な範囲内において、他の者が管


理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。 
２ 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはなら 
ない。 


３ 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害 
を賠償しなければならない。 


４ 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。 
 
第２３条（損害保険） 
 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締


結することを承認する。 
２ 管理者（第３３条に定める管理者をいう。）は、前項の契約に基づく保険金額の請 
求及び受領について、区分所有者を代理する。 
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第２節 費用の負担 
第２４条（管理費等） 
 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる為、次の費用（以下


「管理費等」という。）を管理組合に納入しなければならない。 
一 管理費 
二 修繕積立金 


２ 管理費等の額については、原則として各区分所有者の共用部分の共有持分を基本と 
して算出するものとする。 


 
第２５条（承継人に対する債権の行使） 
 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人


に対しても行うことができる。 
 
第２６条（管理費） 
 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 
一 清掃員等人件費 
二 公租公課 
三 共用設備の保守維持費及び運転費 
四 備品費、通信費その他の事務費 
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 
六 経常的な補修費 
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 
八 委託業務費 
九 専門知識を有する者の活用に要する費用 
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 
十一 管理組合の運営に要する費用 
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用 


 
第２７条（修繕積立金） 
 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた


修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り


崩すことができる。 
一 一定の年数の経過ごとに計画的に行う修繕 
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 
三 敷地及び共用部分等の変更 
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益の為に特別に必 
要となる管理 


２ 前項にかかわらず、区分所有法第６２条第１項の建替え決議（以下「建替え決議」 
という。）又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの 
建替えの円滑化等に関する法律（以下本項において「円滑化法」という。）第９条の 
マンション建替組合（以下「建替組合」という。）の設立の認可又は円滑化法第４５ 
条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計 
等に必要がある場合には、その経費に充当する為、管理組合は、修繕積立金から管理 
組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度と 
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して、修繕積立金を取り崩すことができる。 
３ 管理組合は、第１項各号の経費に充てる為借入れをしたときは、修繕積立金をも 
ってその償還にあてることができる。 


４ 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。 
 


第６章 管理組合 
第１節 組合員 


第２８条（組合員の資格） 
 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに


喪失する。 
 
第２９条（届出義務） 
 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合


に届け出なければならない。 
 


第２節 管理組合の業務 
第３０条（業務） 
 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。 
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等（以下本条及び第４５条において「組合 
管理部分」という。）の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 


二 組合管理部分の修繕 
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理 
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 
五 設計図書の管理 
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 
七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務 
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当である 
と認められる管理行為 


九 敷地及び共用部分等の変更及び運営 
十 修繕積立金の運用 
十一 官公署、町内会等との渉外業務 
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務 
十三 防災に関する業務 
十四 広報及び連絡業務 
十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成 
十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算 
十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保する為に必要な業務 


 
第３１条（業務の委託等） 
 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者（適正化法第


２条第八号の「マンション管理業者」をいう。）等第三者に委託し、又は請け負わせて


執行することができる。 
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第３２条（専門的知識を有する者の活用） 
 管理組合は、マンション管理士（適正化法第２条第五号の「マンション管理士」をい


う。）その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合


の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めた


りすることができる。 
 


第３節 管理者 
第３３条（管理者） 
 管理組合に管理者を置く。 
２ 管理者は、組合員及び組合員の２親等以内の者のうちから、集会で選任する。 
ただし、集会の決議により、マンション管理士等の専門家を管理者に選任することが 
できる。 


 
第３４条（管理者の任期） 
 管理者の任期は１年（集会にて承認され、次期集会にて次期管理者が承認されるまで）


とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 任期の満了又は辞任によって退任する管理者は、後任の管理者が就任するまでの間 
引き続きその職務を行う。 


３ 管理者が組合員でなくなった場合には、その管理者（組合員の２親等以内の者で管 
理者に選任された者）は、その地位を失うが、後任の管理者が就任するまでの間引き 
続きその職務を行う。 


 
第３５条（管理者の誠実義務等） 
 管理者は、法令、規約及び使用細則その他細則（以下「使用細則等」という。）並び


に集会の決議に従い、組合員の為、誠実にその職務を遂行するものとする。 
２ 管理者は、別に定めるところにより、管理者としての活動に応ずる必要経費の支払 
いと報酬を受けることができる。 


 
第３６条（管理者の業務） 
 管理者は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂


行する。 
一 規約、使用細則等又は集会の決議により、管理者の職務として定められた事項 
二 集会の承認を得て、清掃員等を採用し、又は解雇すること。 


２ 管理者は、区分所有法に定める管理者とする。 
３ 管理者は、通常集会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務 
の執行に関する報告をしなければならない。 


４ 管理者は、集会の承認を受けて、管理会社又はマンション管理士等に、その職務の 
一部を委任することができる。 


 
第４節 集会 


第３７条（集会） 
管理組合の集会は、総組合員で組織する。 


２ 集会は、通常集会及び臨時集会とし、区分所有法に定める集会とする。 
３ 管理者は、通常集会を、毎年１回新会計年度開始以後３ヵ月以内に招集しなければ 
ならない。 
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４ 管理者は、必要と認める場合には、いつでも臨時集会を招集することができる。 
５ 集会の議長は、管理者が務める。 
 
第３８条（招集手続） 
 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２週間前（会議の目的が建替え決議


であるときは２ヵ月前）までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を 
発しなければならない。 


２ 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。た 
だし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発す 
るものとする。 


３ 第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対し 
ては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができ 
る。 


４ 第１項の通知をする場合において、会議の目的が第４２条第３項第一号、第二号若 
しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも 
通知しなければならない。 


５ 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項 
を通知しなければならない。 
一 建替えを必要とする理由 
二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復（建物 
が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳 


三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 
四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額 


６ 建替え決議を目的とする集会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の１ヵ月前 
までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行う為の説明会 
を開催しなければならない。 


７ 第３９条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、 
所定の掲示場所に掲示しなければならない。 


８ 第１項（会議の目的が建替え決議であるときを除く。）にかかわらず、緊急を要す 
る場合には、管理者は、管理者の承認を得て、５日間を下回らない範囲において、第 
１項の期間を短縮することができる。 


 
第３９条（組合員の集会招集権） 
 組合員が１名以上の組合員の同意を得て、会議の目的を示して集会の招集を請求した


場合には、管理者は、２週間以内にその請求があった日から４週間以内の日（会議の目


的が建替え決議であるときは、２ヵ月と２週間以内の日）を会日とする臨時集会の招集


の通知を発しなければならない。 
２ 管理者が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時集会を 
招集することができる。 


３ 前２項により招集された臨時集会においては、第３７条第５項にかかわらず、議長 
は、臨時集会を招集した組合員が務める。 


 
第４０条（出席資格） 
 組合員のほか、管理者が必要と認めた者は、集会に出席することができる。 
２ 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有 


 - 8 - 







する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。この場合において、集会 
に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ管理者にその旨を通知しなければ 
ならない。 


 
第４１条（議決権） 
 各組合員の議決権の割合は、所有戸数１戸につき１個とする。 
２ 住戸１戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者を 
あわせて一の組合員とみなす。 


３ 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を選任し、その 
者の氏名をあらかじめ集会開会までに管理者に届出なければならない。 


４ 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 
５ 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を管理者に提出しなければならない。 
 
第４２条（集会の会議及び議事） 
 集会の会議は、前条第１項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しな


ければならない。 
２ 集会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 
３ 次の各号に掲げる事項に関する集会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の４ 
分の３以上及び議決権総数の４分の３以上で決する。 
一 規約の制定、変更又は廃止 
二 敷地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除 
く。） 


三 区分所有法第５８条第１項、第５９条第１項又は第６０条第１項の訴えの提起 
四 建物の価格の２分の１を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 
五 その他集会において本項の方法により決議することとした事項 


４ 建替え決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４以上及び議決権総数の 
５分の４以上で行う。 


５ 前４項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合 
員とみなす。 


６ 第３項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の 
影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その 
組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 


７ 第３項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分 
の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専 
用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場 
合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 


８ 第３項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に 
対し、弁明する機会を与えなければならない。 


９ 集会においては、第３８条第１項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決 
議することができる。 


 
第４３条（議決事項） 
 次の各号に掲げる事項については、集会の決議を経なければならない。 
一 収支決算及び事業報告 
二 収支予算及び事業計画 


 - 9 - 







三 管理費及び使用料の額並びに賦課徴収方法 
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 
五 長期修繕計画の作成又は変更 
六 第２７条第１項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てる為の資金の借入 
れ及び修繕積立金の取崩し 


七 第２７条第２項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費の為の修繕 
積立金の取崩し 


八 修繕積立金の保管及び運用方法 
九 第２０条第２項に定める管理の実施 
十 区分所有法第５７条第２項及び前条第３項第三号の訴えの提起並びにこれらの 
訴えを提起すべき者の選任 


十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 
十二 区分所有法第６２条第１項の場合の建替え 
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項 


 
第４４条（議事録の作成、保管等） 
 集会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 
２ 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する２ 
名の集会に出席した組合員がこれに署名押印をしなければならない。 


３ 管理者は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったとき 
は、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の 
日時、場所等を指定することができる。 


４ 管理者は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 
 
第４５条（書面による決議） 
 規約により集会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、


書面による決議をすることができる。 
２ 規約により集会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書 
面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。 


３ 規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議 
は、集会の決議と同一の効力を有する。 


４ 前条第３項及び第４項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。 
５ 集会に関する規定は、書面による決議について準用する。 
 


第７章 会計 
第４６条（会計年度） 
 管理組合の会計年度は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。 
 
第４７条（管理組合の収入及び支出） 
 管理組合の会計における収入は、第２４条に定める管理費等によるものとし、その支


出は第２６条及び第２７条に定めるところにより諸費用に充当する。 
 


 - 10 - 







第４８条（収支予算の作成及び変更） 
 管理者は、毎会計年度の収支予算案を通常集会に提出し、その承認を得なければなら


ない。 
２ 収支予算を変更しようとするときは、管理者は、その案を臨時集会に提出し、その 
承認を得なければならない。 


３ 管理者は、第４６条に定める会計年度の開始後、第１項に定める承認を得るまでの 
間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、その支出を行うこと 
ができる。 
一 第２７条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第１項 
の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 


二 集会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であっ 
て、第１項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの 


４ 管理者は、前項に定める支出を行ったときは、第１項に定める収支予算案の承認を 
得る為に開催された通常集会において、その内容を報告しなければならない。この場 
合において、当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなす。 


 
第４９条（会計報告） 
 管理者は、毎会計年度の収支決算案を通常集会に報告し、その承認を得なければなら


ない。 
 
第５０条（管理費等の徴収） 
 管理組合は、第２６条に定める管理費等について、組合員が各自第５２条に定める口


座に振り込むこととし、当月分は当月の末日までに一括して振り込むものとする。 
ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 
２ 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、そ 
の未払金額について、年利１４．６％の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並 
びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 


３ 管理者は、未納の管理費及び使用料の請求に関して、管理組合を代表して、訴訟そ 
の他法的措置を追行することができる。 


４ 第２項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相 
当する収納金は、第２６条に定める費用に充当する。 


５ 組合員は、納付した管理費及び修繕積立金等について、その返還請求又は分割請求 
をすることができない。 


 
第５１条（管理費等の過不足） 
 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費


に充当する。 
２ 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第２４条第２項に定 
める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。 


 
第５２条（預金口座の開設） 
 管理組合は、会計業務を遂行する為、管理組合の預金口座を開設するものとする。 
 
第５３条（借入れ） 
 管理組合は、第２７条第１項に定める業務を行う為必要な範囲内において、借入れを
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することができる。 
 
第５４条（帳票類の作成、保管） 
 管理者は、会計帳簿、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は


利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければ


ならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができ


る。 
 
第５５条（消滅時の財産の清算） 
 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第１０条に定める各区分所有者


の共用部分の共用持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。 
 


第８章 雑則 
第５６条（義務違反者に対する措置） 
 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し


区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場


合には、区分所有法第５７条から第６０条までの規定に基づき必要な措置をとることが


できる。 
 
第５７条（管理者の勧告及び指示等） 
 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人


（以下「区分所有者等」という。）が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又


は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、管理者は、その区分


所有者等に対し、その是正等の為必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 
２ 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはそ 
の同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等の為必要な措置を講じなければ 
ならない。 


３ 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若 
しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行った 
ときは、管理者は、次の措置を講ずることができる。 
一 行為の差止め、排除又は原状回復の為の必要な措置の請求に関し、管理組合を代 
表して、訴訟その他法的措置を追行すること 


二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請 
求又は受領に関し、区分所有者の為に、訴訟において原告又は被告になること、そ 
の他法的措置をとること 


４ 前項の訴えを提起する場合、管理者は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護 
士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 


５ 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第２ 
６条に定める費用に充当する。 


６ 管理者は、第３項の規定に基づき、区分所有者の為に、原告又は被告となったとき 
は、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第３ 
８条第２項及び第３項の規定を準用する。 
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第５８条（合意管轄裁判所） 
 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する


東京地方（簡易）裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。 
２ 第４３条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。 
 
第５９条（区及び近隣住民との協定の遵守） 
 区分所有者は、管理組合が豊島区又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実


に遵守しなければならない。 
 
第６０条（細則） 
 集会及び管理者の運営等については、別に細則を定めることができる。 
 
第６１条（規約外事項） 
 規約に定めのない事項については、区分所有法その他の法令に定めるところによる。 
２ 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、集会の決議に 
より定める。 


 
第６２条（規約原本等） 
 この規約を証する為、本規約の承認を決議した集会を招集した、管理者と集会に出席


した２名の区分所有者（代理人）が署名押印した規約を１通作成し、これを規約原本と


する。 
２ 規約原本は、管理者が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があっ 
たときは、管理者が規約原本の閲覧をさせなければならない。 


３ 規約が規約原本の内容から集会決議により変更されているときは、管理者は、１通 
の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した集 
会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。 


４ 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、管理者は、規約原本、 
規約変更を決議した集会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面（以下 
「規約原本等」という。）の閲覧をさせなければならない。 


５ 第２項及び前項の場合において、管理者は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指 
定することができる。 


６ 管理者は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。 
 
附則（規約の発効） 
この規約は、平成○年〇月〇日から施行するものとする。 
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別表第１ 対象物件の表示 


物  件  名 〇〇〇〇〇 


敷 地 


所 在 地 東京都〇〇〇〇〇 


面  積 〇〇〇.〇〇㎡（登記簿） 


権利関係 所有権（敷地権設定なし） 


建 物 


構 造 等 
 鉄筋コンクリート造 陸屋根 〇階建 


 延べ面積 〇〇〇.〇〇㎡（登記簿面積） 


専有部分 
 店舗戸数〇戸、事務所戸数〇戸、住宅戸数〇戸 合計〇戸 


 延べ面積 〇〇〇.〇〇㎡（登記簿面積） 


附 属 施 設 
 塀の基礎、排水溝、排水口、掲示板等 


建物に附属する施設 


 


 


別表第２ 共用部分の範囲 


 


１．専有部分に属さない「建物の部分」 


   エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター機械室、 


屋上、搭屋、ポンプ室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、 


メーターボックス（給湯器等の設備を除く。）、内外壁、界壁、床スラブ、床、 


天井、柱、基礎部分、バルコニー等 


 


２．専用部分に属さない「建物の附属物」 


   エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、 


テレビ共同受信設備、インターフォン設備、避雷設備、集合郵便受箱、 


各種の配線配管（給水管及びガス管については、本管から各住戸メーター部分 


を含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管）等 


 


 


３．「その他の附属設備」 
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別表第３ 敷地及び共用部分等の共有持分割合と決議割合 


家屋番号 住戸番号 種 類 専有面積(登記簿) 持分割合(土地) 決議件数 


   ㎡ /  


   
㎡ / 


 


   
㎡ / 


 


   
㎡ / 


 


   
㎡ / 


 


   
㎡ / 


 


   
㎡ / 


 


   
㎡ / 


 


   
㎡ / 


 


合  計 ㎡ 10000/10000  


 


 


 


別表第４ バルコニー等の専用使用権 


   専用使用 


部分 


区 分 


バルコニー 
１階店舗・事務所に 


  面する全面敷地 


ルーフ 


バルコニー 


１ 位  置 
各住戸に接する 


バルコニー 


別紙図面のとおり 


 


別紙図面のとおり 


 


２ 専用使用権者 
当該専有部分の 


区分所有者 


１０１・１０２の 


   区分所有者 


２０１・２０２の 


   区分所有者 
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〇〇〇〇〇使用細則 
 


第１章 総則 


（趣旨） 


第１条 この細則は、〇〇〇〇〇管理規約（以下「規約」という。）第１７条（使用細


則）の規定に基づき、対象物件の使用に関し、区分所有者及び居住者が遵守すべき事


項を定めるものとする。 


 


（定義） 


第２条 この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると


ころによる。 


 一 占有者 規約第２条（定義）第三号に規定する区分所有者以外の専有部分の居住


者をいう。 


 二 共用部分等 規約第２条（定義）第七号に規定する共用部分及び附属施設をい


う。 


 三 専用使用権 規約第２条（定義）第八号に規定する敷地及び共用部分等の一部に


ついて特定の区分所有者及び居住者が排他的に使用できる権利をいう。 


 四 対象物件 規約第４条（対象物件の範囲）において規定する別表第１（対象物件


の表示）に記載された敷地、建物（専有部分を含む。）及び附属施設をいう。 


 五 管理組合 規約第６条（管理組合）第１項に規定する〇〇〇〇〇管理組合をい


う。 


 六 バルコニー等 規約第１４条（バルコニー等の専用使用権）第１項において規定


する別表第３（バルコニー等の専用使用権）に掲げるバルコニー、一階店舗・事務


所に面するテラス及びルーフバルコニーをいう。 


 七 バルコニー等の専用使用権者 バルコニー等について専用使用権を有する区分


所有者及び居住者並びに使用者をいう。 


 八 管理者 規約第３３条（管理者）に規定する管理者をいう。 


 九 集会 規約第３７条（集会）に規定する集会をいう。 


  


（使用細則の効力及び遵守義務） 


第３条 この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力


を有する。 


２ 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものと


し、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。 


 


（対象物件内での共通の禁止行為） 


第４条 区分所有者及び占有者は対象物件内において、次の各項に掲げる行為をして


はならない。 


 一 規約に定められた用途以外の用に供する事。 


二 建物の外観及び構造を変更すること。ただし、玄関扉・窓枠・窓ガラスで、管 


理組合から承諾を得たものを除く。 


三 建物の敷地又は建物の外周その他の共用部分等に、看板・掲示板・広告・標識 


の設置等工作物を築造し、又窓ガラスに文字等を書き込むこと。（１階店舗・事務 
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所を除く） 


四 電気・ガス・給排水等設備の容量に影響を及ぼす緒機械器具を新設・付加・除 


去又は変更すること。 


五 構造体を損傷する恐れのある重量物・危険物・多量の引火又は発火の恐れのあ 


る物品もしくは不潔悪臭のある物品を持込むこと。 


六 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為。 


七 建物内外で小鳥及び鑑賞用魚類以外の動物を飼育すること。 


八 エレベータ・床・階段・手すり・天井等共用部分に傷をつけ、又は落書きをする 


こと。 


九 排水管の中へ排水管を詰まらせるようなもの又は腐食させるようなものを流す 


こと。 


十 窓・バルコニー・通路等から物を投げ捨てること。 


十一 バルコニーに突風・強風の際、落下・飛散等他に害を及ぼすおそれのあるも 


のを放置すること。（バルコニーの笠木に植木鉢等を置かないこと。事故があっ 


た場合は賠償責任を問われます。） 


 十二 その他、組合員は建物その敷地及び附属施設の保存に有害な行為及び建物等 


の管理又は使用に関し、組合員の共同の利益に反する行為をすること、並びに 


公序良俗に反する行為及び他の居住者に迷惑・危害を及ぼす行為をすること。 


  


（店舗・事務所部分の特例） 


第５条 区分所有者は、店舗・事務所の区分所有者又は賃借人が対象物件全体の品位を 


害しない限度において店舗・事務所部分の玄関扉・窓枠・及び窓ガラスの設計仕様及 


び塗色を自己の負担で変更することができることをあらかじめ承諾する。 


２ 前項の場合、店舗・事務所の区分所有者又は賃借人は、あらかじめ管理者に書面に 


より届出、承諾を得るものとする。 


 


（店舗・事務所の営業時間） 


第６条 店舗・事務所の使用時間は、原則として午前８時から翌日午前２時迄の範囲内 


とする。但し、法令等により営業時間の制限がある場合はこれに従うものとする。 


 


（店舗・事務所部分の注意事項） 


第７条 店舗・事務所の区分所有者又は賃借人若しくは店舗勤務者は、次の事項に注意 


しなければならない。 


 一 騒音・振動・匂い等により、〇〇〇〇〇の全体の環境を損なわないようにする 


こと。 


 二 ゴミの処理については、管理組合又は豊島区及び清掃局の指導によること。 


 三 火気を使用する業種については、防火管理に十分留意すること。 


 


第２章 専有部分の使用 


（専有部分の貸与に係る誓約書の届出） 


第８条 規約第１８条（専有部分の貸与）第２項の誓約書の様式は、別記様式第１に掲


げるとおりとする。 
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（資格得喪の届出） 


第９条 規約第２９条（届出義務）の書面の様式は、別記様式第２に掲げるとおりとす


る。 


 


（通知を受けるべき場所の届出） 


第 10 条 規約第３７条（招集手続）第２項の通知を受けるべき場所の設定、変更又は


廃止の届出は、管理組合に別記様式第３による書面を提出しなければならない。 


 


（入居の届出等） 


第 11 条 区分所有者又は居住者が新たに入居したときは、すみやかにその旨を別記様


式第４による書面により管理組合に届け出なければならない。届出事項に変更があ


ったときも、同様とする。 


２ 管理者は、前二条及び第１項の書面に基づき、規約第５３条（帳票類の作成、保


管）の組合員名簿を作成する。 


 


第３章 敷地及び共用部分等の使用 


（敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為） 


第 12 条 区分所有者及び居住者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる


行為をしてはならない。 


 一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造 


 二 広告物の掲示又は設置その他の建物の外観の変更を伴う使用 


 三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置


若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用 


 四 その他敷地及び共用部分等の通常の用法以外の使用 


 


（バルコニー等の適正な管理） 


第 13 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー等の価値及び機能の維持増進を


図る為、その責任と負担において次の各号に掲げるバルコニー等の適正な管理を行


わなければならない。 


 一 保守維持 


 二 経常的な補修 


 三 清掃、消毒及びごみ処理 


 四 その他バルコニー等の通常の使用に伴う管理 


 


（バルコニー等での禁止行為） 


第 14 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー等において、次の各号に掲げる


行為をしてはならない。 


 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等（芝生を含む。）の


設置又は造成 


 二 家屋、倉庫、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の


設置又は築造（エアコン室外機の設置は可能ですが、大規模修繕等の工事の際には


一時移動をお願いすることがあります。） 


 三 テレビ用アンテナ、アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 


 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 
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 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 


 六 多量の撒水 


 七 その他バルコニー等の通常の用法以外の使用 


 


（原状回復義務等） 


第 15 条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を毀損


し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当該バル


コニー等の専用使用権者又は居住者（以下この条において「義務者」という。）がそ


の責任と負担において原状回復及びこれにより発生した損害を賠償しなければなら


ない。 


２ 義務者が前三条及び前項の義務を履行しない場合又は履行しても十分でない場合


において、本項から第５項までに規定する措置以外の方法によってその履行を確保


することが困難であり、かつ、その不履行又は不完全な履行を放置することによっ


て区分所有者及び居住者の共同の利益を著しく害することが明らかであるときは、


管理組合は、自ら原状回復その他の必要な措置を講じ、又は第三者をしてこれを講


じさせ、その費用を義務者から徴収することができる。 


３ 前項の規定による措置をするには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行


がなされないときは、当該措置をなすべき旨を示して、あらかじめ義務者に通知を


発しなければならない。 


４ 義務者が前項の期限までにその義務を履行しないときは、管理者は、集会の決議


を経て、当該措置をする時期及び当該措置に要する費用の概算による見積額を示し


て、義務者に通知を発するものとする。 


５ 規約第３７条（招集手続）第２項の規定は、前二項の通知に準用する。 


 


（専用部分の修繕等） 


第 16条 区分所有者は、その専有部分について、規約第１６条に規定する修繕等で次 


の各号に該当する工事を行おうとするときは、工事開始の２週間前までに修繕等工 


事届（別紙様式第５－１）を管理者に届出て、書面による承認を得なければならな 


い。 


一 フローリング張替 


二 水廻り設備（キッチン・トイレ・洗面化粧台・ユニットバス等） 


三 開口部に関する改良工事（玄関扉・窓枠等） 


四 その他の工事で次項の承認を必要としない工事以外の工事 


２ 次の各号に該当する工事は、届出のみで承認を必要としない。 


 （居住者が自ら行うものは届出も必要ありません） 


一 小規模なリフォーム工事 


  ・壁紙、カーペット、襖等の張替及び畳の表替え 


  ・室内クリーニング 


二 器具の交換工事（共用部分に影響を及ぼさないもの） 


 ・エアコン、給湯器、照明器具、水栓器具等の交換 


３ 次に該当する工事は、原則として許可しない。 


   ・共有部分に影響を及ぼす工事 


   ・エアコン設置の為に外壁に穴を開ける工事 


   ・給湯器の交換の為にＰＳや扉に穴を開ける工事 


   ・その他戸境壁、外壁、床下等の躯体部分に穴を明けたり斫ったりする工事 
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４ 工事の際には施工基準（別紙様式第５－２，第５－３）を区分所有者及び施工業者 


は遵守すること。 


 


（ごみ処理） 


第 17条 区分所有者及び居住者は、対象物件内において、次の各号に掲げる事項を遵 


守しなければならない。 


 一 ごみは「〇〇区ごみ・リサイクルカレンダー」に従って、所定の場所へ収集日に 


出すこと。 


 二 粗大ごみは有料（処理券を購入）ですので、粗大ごみ受付センター 


（〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇）に申し込みをして処理すること。 


 


第４章 雑則 


（罰則） 


第 18 条 管理規約・使用細則及び集会の決議等を遵守しない者は、管理者がその旨を


指示した時から遵守する迄の期間、管理組合へ損害金として１日あたり金５千円を支


払わなければならない。 


 


（届出書類の保管等） 


第 19 条 管理者は、第８条から第１１条及び第１７条に掲げる書面（現に有効な組合


員名簿を除く。以下この条において「届出書類」という。）を、５年間保管するもの


とする。 


２ 前項の保管期間を経過した届出書類は、いつでも廃棄することができる。 


３ 管理者は、みだりに届出書類を閲覧させてはならない。ただし、対象物件の管理


の為に管理組合が必要とするとき、捜査機関が捜査の為に必要とするときその他法


令の定めによるときは、この限りでない。 


 


（事務の委託） 


第 20 条 管理者は、この細則に定める事務の全部又は一部を、第三者に委託すること


ができる。 


 


（紛争解決等の責任） 


第 21 条 対象物件の使用に関し、他の区分所有者又は居住者との間に紛争が生じたと


きは、区分所有者及び居住者は、誠実にその紛争の解決又は処理に当たらなければ


ならない。 


２ 前項に規定する場合において、紛争の当事者は、管理者に対して意見を求めるこ


とができる。 


 


（細則外事項） 


第 22 条 この細則に定めのない事項については、規約及び集会の決議で定められたと


ころによる。 


 


（細則の改廃） 


第 23 条 この細則の変更又は廃止は、集会の決議を経なければならない。ただし、こ


の細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なけれ
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ば、することができない。 


 


（細則原本等） 


第 24 条 この細則を証する為、細則制定を決議した集会の議事録の内容と相違ないこ


とを記載し、本細則の制定を決議した集会を招集した、管理者及び集会に出席した２


名の区分所有者が署名押印した細則を１通作成し、これを細則原本とする。 


２ 細則原本は、管理者が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があ


ったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、


相当の日時、場所等を指定することができる。 


３ 細則が細則原本の内容から集会決議により変更されているときは、管理者は、１通 


の書面に、現に有効な細則の内容と、その内容が細則原本及び細則変更を決議した総 


会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。 


 


（附 則） 


第１条 この細則は、平成○年〇月〇日から施行するものとする。 
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別記様式第１（使用細則 第８条関係） 


誓       約       書 


 


 


平成     年     月     日  


〇〇〇〇〇管理組合 管理者 殿 


   


 


 


私は、〇〇〇〇〇管理規約第１８条第２項の規定に基づき、 


〇〇〇〇〇の区分所有者                  との        号室 


の貸与に係る契約の締結に際し、管理規約集等のコピーを受領して、 


下記の事項を誓約します。 


 


 


居住者（借主）氏名                       印   


 


 


記 


１．〇〇〇〇〇管理組合管理規約集及び対象物件の使用方法等に関して、 


管理規約集及び集会で決議された事項を誠実に遵守すること。 


  ２．他の居住者や近隣に迷惑となる行為をしないこと。 


 


以  上   


 


 


 


 


 


 


（注）この届出は、入居後３日以内に、別記様式４の入居届と共に提出して下さい。 
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別記様式第２（使用細則 第９条関係） 


 
平成   年   月   日 


〇〇〇〇〇管理組合管理組合 管理者 殿 


ﾌﾘｶﾞﾅ 


（旧組合員）氏 名              印 


ﾌﾘｶﾞﾅ 


（新組合員）氏 名              印 
 


組合員（区分所有者）変更届 
 


この度、〇〇〇〇〇管理規約第２９条（届出義務）の規定に基づき、〇〇〇〇〇管理


組合管理組合の組合員の資格（区分所有権）の取得及び喪失について、下記のとおり届


け出ます。 
 


記 
 


１．対象住戸 ：     号室 


２．組合員変更年月日 ： 平成   年   月   日 


３．組合員の変更の原因（ ○で囲むもの ） 


ａ．特定承継（売買・贈与・競売等による売却）  ｂ．包括承継（相続等） 


４．新組合員の連絡先等 


（氏  名）                                                  


（住  所）                                                   


（電話番号）                                                   


５．新組合員の入居予定日（入居しない場合は無記入） ： 平成  年  月  日 


６．旧組合員の氏名及び転出先等 


（住  所）                                                  


（電話番号）                                                  
 
 


※なお、管理費等については、平成   年   月分（平成  年  月支払い） 


から新組合員の負担とします。 


以上  


 
（注）この届出は、変更後３日以内に提出して下さい。 
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別記様式第３（使用細則 第10条関係） 


通  知  受  領  場  所  届 


 


 


平成     年     月     日  


〇〇〇〇〇管理組合 管理者 殿 


   


 


 


   私は、〇〇〇〇〇使用細則第 10条の規定に基づき、 


〇〇〇〇〇管理組合の集会の招集通知を受けるべき場所について、 


下記のとおり届け出ます。 


 


 


組合員（区分所有者）氏名                     印   


 


記 


１．対象住戸    号室 


 


２．届出の事由（○で囲むもの） 


 


１.設定  ２.変更  ３.廃止（専有部分の所在地宛に変更） 


 


３．通知を受けるべき場所 


・氏 名（名 称）                  


 


・住 所（所在地）〒 


                                                                           


(電話)         －        －           


 


以  上  


 


 


 


（注）通知場所がマンション内の場合、この届の提出は必要ありません。 
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別記様式第４（使用細則 第 11 条関係） 


入       居       届 


平成    年     月     日  


〇〇〇〇〇管理組合 管理者 殿 


   


 


 


   私は、〇〇〇〇〇管使用細則第 11条第１項の規定に基づき、 


〇〇〇〇〇管理組合の入居について、次のとおり届け出ます。 


 


届出者氏名                      印   


 


１．対象住戸 


住戸番号 　   　号室 入居日 平成　　年　　月　　日


入居資格 　　区分所有者　・　区分所有者の家族　・　賃借人


（○で囲むもの） 　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 


 


２．連絡先 


　      （　　 　）


連絡先名称又は氏名 届出者との関係 電　話　番　号


自 宅 電 話 番 号


緊
急
時
連
絡
先


 


 


３．入居者 


氏　　名 続柄 性別 年齢


届出者


 
 


４．貸主（区分所有者）の氏名及び連絡先（貸借の場合のみ記入） 


氏　名


連　絡　先  〒


（電話）　　　　－　　　　－　　　　:  


 


 


 


（注）この届出は、入居後３日以内に提出して下さい。 
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別記様式第５－１（使用細則 第 16条関係） 


専有部分の修繕等承認申請書 


 


〇〇〇〇〇管理組合 管理者 殿 


        


 


平成　　年　　月　　日申請


氏名
（区分所有者）


印


連絡先  〒


（電話）　　　 　  －　　   　　－　　   　　:


　　　　　　　　号室


平成　　 年     月     日(  )～     年     月     日(　)


(午前・午後)   　時　   分～(午前・午後)   　時    分


名称（商号）


事務所の所在地  〒


 （緊急連絡先氏名）：


 （電話番号）： （電話）　 　 　　　－　　　 　 　－　　　　 　　:


添付書類 　１．設計図　　　２．仕様書　　　３．工程表


　４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


　　私は、〇〇〇〇〇管理規約第１６条第１項及び専有部分の修繕等に関する使用細則
（以下「細則」という。）第１６条第１項の規定に基づき、この申請書により、承認申請をしま
す。


申
請
者


対象住戸


専有部分の修繕等の名称（工事名）


承認申請に付帯する申請等


施工場所又は部位（具体的な箇所）


予定工事期間(又は着工予定日･完成
予定日)


予定工事時間（又は工事時間帯）


施
工
業
者


 
 


（注）この届出は、工事の２週間前までに提出して下さい。 
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１．リフォームエ事の申請について 
●当マンションは、使用細則により、次の工事を行うときは、管理者に申請が必要です。 
届け出は工事を発注する区分所有者が必要事項を記入の上、所定の期日までに管理者に 
提出して、承諾を得る必要があります。 


●申請及び承諾が必要な工事 


・フローリング張替、水廻り設備の配管、造作の変更等の改修（台所、浴室、洗面所 


及びトイレの改修で基本性能の変更を伴わない場合を除く） 


●申請だけ必要な工事（区分所有者自ら行うものは申請も必要ありません） 
 ・壁紙、床カーペット、襖等の張替え、畳替え、室内クリーニング等 


 ・器具の交換工事（エアコン、給湯器、照明器具、水栓器具等） 


●原則、共用部分（戸境壁、外壁、床下等の躯体部分）」に穴を開けたり、加工を加え 


る工事は原則として認めておりません。 
・エアコンの交換は、既設のエアコンスリーブ（穴）を使って下さい。 
・給水管、給湯管の更新で、スラブ（床コンクリート）を斫ったり、外壁に穴を開け 
るのは原則として禁止です。配管の位置、ルートについては工事業者と良く打ち合 
わせて下さい。 


●バランス釜から給湯器への変更やエアコンスリーブ（穴）がない部屋への設置の際に 
は事前に管理者にご相談下さい。（指定した方法により穴あけを許可します） 


●窓ガラスやサッシの交換等は、「窓ガラス等改良細則」を遵守して下さい。 
●工事業者に別紙施工基準（施工業者用）を遵守させて下さい。 


   
 
２．リフォームエ事の内装基準について 


●床フローリングの遮音性能は、ＬＬ－４５以上です。 
●内装材については、建築基準法や各種関連法規に基づき、適法な材料で施工願います。 
詳しくは、工事業者と良く打ち合わせて下きい。 
・キッチン等、火を使う部屋の内装は燃えにくい素材を使わなくてはなりません。 
・内装材（クロス、カーペット、カーテン等）は、防火性能を要する材料を使用 
して下さい。 


・改正建築基準法により、建材から発散される化学物質は「シックハウス症候群」 
を引き起こす要因となる為、内装材に使える素材が制限されています。 


別記様式第５－２ 施工基準（区分所有者用） 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


※玄関ドア・窓（窓枠及び窓ガラス）は専有部分 
  


 - 27 - 







別記様式第５－３ 施工基準（施工業者用） 


 
 
 
 
 
 
  
 


 


 


 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


１．リフォームエ事の申請について 
●当マンションは、使用細則により、次の工事を行うときは申請が必要です。届け出 
は工事を発注する区分所有者が必要事項を記入の上、所定の期日までに管理者に提出 
して、承諾を得る必要があります。 


●申請及び承諾が必要な工事 
・フローリング張替、水廻り設備の配管、造作の変更等の改修（台所、浴室、洗面所 


及びトイレの改修で基本性能の変更を伴わない場合を除く） 


●申請だけ必要な工事 
 ・器具の交換工事（エアコン、給湯器、照明器具、水栓器具等）、その他 
 
 


２．リフォームエ事の内装基準について 
●床フローリングの遮音性能は、ＬＬ－４５以上です。 
●内装材については、建築基準法や各種関連法規に基づき、適法な材料で施工をお願い 


します。 
 


３．工事お知らせの掲示 
●申請者又は施工業者は、掲示板に工事の内容、工期、連絡先等を記した工事お知ら 
せを着工前に掲示して下さい（承認が必要でない工事も掲示して下さい）。 


●器具の交換、軽微な工事（襖の貼替、畳替、網戸の貼替で、４時間以内に完了する 
小修繕）の場合は、工事お知らせの掲示は必要ありません。 


 
４．近隣あいさつ 


●申請者又は施工業者は、騒音等が懸念される工事の場合は、上下階の住戸に挨拶を 
行って下さい。 


 
５．作業時間 


●作業時間は原則として９：００～１７：００とします。ただし、作業の都合で止む 
を得ず延長する場合は、音の出ない工事に限り１８：００まで作業を行うことがで 
きます。 


●上記の作業時間は、片付け、清掃等を含め、当マンションを入退館する時間としま 
す。 
 


６．作業休日 
●原則として日曜日、祝祭日及び１２月３１日～１月３日は作業を行わないで下さい。 
●器具の交換、軽微なリフォーム(襖の貼替、畳の表替、クリーニング等)の場合は、 
日曜日、祝祭日でも作業を行うことができる。 
 


７．養生 
●材料搬入、残材廃材の搬出等での場合は、階段等の養生を行って下さい。 
●共用廊下等の養生は、必要の都度行うものとします。 
 


８．駐車場の提供 
●工事施工者のための駐車場又は駐車スペースはありません。 
●近隣の有料駐車場をご使用下さい。 
 


９．その他 
●その他、工事上問題が生じた場合は、申講者又は施工業者は速やかに管理者に連絡し、 


その指示を仰いで下さい。 
●漏水復旧等、緊急を要する工事は、上記の作業時間、作業休日に拘わらず実施する 
ことが出来ます。この場合、近隣には充分事情を説明の上、実施して下さい。 
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窓枠・窓ガラス・玄関扉等の改良に関する細則 


 


（趣旨） 


第１条 この細則は、〇〇〇〇〇管理規約（以下「規約」という。）第２１条（窓枠・ 


窓ガラス・玄関扉等の改良）第２項の規定に基づき、各住戸に附属する窓ガラス等の 


改良工事を区分所有者の責任と負担において実施する場合における承認の申請（以下 


「承認申請」という。）の手続、承認・不承認の決定に係る事務に関し、必要な事項 


を定めるものとする。 


 


（承認申請の方式） 


第２条 承認申請は、工事着工予定の２週間前までに、使用細則第１６条第１項に記載 


する修繕工事届（別紙様式第５－１）を管理者に届出て、書面による承認を得なけれ 


ばならない。 


２ 申請書には、設計図、仕様書及び工程表のほか、管理者が指示する場合には、その 


指示する書類を添付しなければならない。 


３ 第２項に掲げる申請書に添付すべき書面は、それぞれ次の各号に定める内容のもの 


でなければならない。 


一 設計図  修繕等の位置及び施工の方法等が容易に判明するもの 


二 仕様書  施工の内容及び部材等が容易に判明するもの 


三 工程表  工程毎の所要日数又は所要時間等が容易に判明するもの 


 


（承認申請の審査及び却下） 


第３条 管理者は、申請書を受け取ったときは、遅滞なく、承認申請に係る書類を審査 


するものとする。 


２ 次の各号に該当する場合には、管理者は、承認申請を却下しなければならない。 


ただし、承認申請の不備が補正することができるものである場合において、管理者の 


指定する日に申請者が即日にこれを補正したときは、この限りでない。 


一 第２条第１項の期日までの承認申請でないとき 


二 申請者が区分所有権を有することを確認できないとき 


三 承認申請に係る書類に記載漏れや必要な書類を添付しないとき 


四 申請書の記載が申請書の添付書類の記載と内容が異なるとき 


 


（施工基準等） 


第４条 改良工事に係る材料、施工要領の指定その他の施工基準等については、次の各 


号に定める内容でなければならない。 


一 施工方法はカバー工法とする 


 二 既存窓枠のシーリングは放置せず打直しすること 


 三 ガラスは透明色とし、着色ガラス、反射（ミラー）ガラスは禁止とする 


 四 複層ガラスを使用する場合、耐風圧性能は既存ガラスと同等以上とすること 


 五 建築基準法で定められた延焼の恐れのある部分に使用するガラスは、網入りガラ 


スとする。 


 六 サッシュ及び枠とも既存と同様の色調とすること。 


 七 サッシュ障子部分は既存形とする。形状の変更となる化粧枠及び格子付枠は禁止 


する。 
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八 玄関扉の色及び形状は原状と同程度とし、開口部の拡大はしないものとする。 


九 壁等の共用部分に損害を与えた場合は、その損害を修復すること。 


 


（細則外事項） 


第５条 この細則に定めのない事項については、規約又は使用細則の定めるところによ 


る。 


 


（細則の改廃） 


第６条 この細則の変更又は廃止は、集会の決議を経なければならない。ただし、この 


細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、 


することができない。 


 


（細則原本等） 


第７条 この細則を証する為、細則制定を決議した集会の議事録の内容と相違ないこ


とを記載し、本細則の制定を決議した集会を招集した、管理者及び集会に出席した２


名の区分所有者が署名押印した細則を１通作成し、これを細則原本とする。 


２ 細則原本は、管理者が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があ


ったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、


相当の日時、場所等を指定することができる。 


３ 細則が細則原本の内容から集会決議により変更されているときは、管理者は、１通 


の書面に、現に有効な細則の内容と、その内容が細則原本及び細則変更を決議した総 


会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。 


 


（附 則） 


第１条 この細則は、平成○年〇月〇日からから施行するものとする。 
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この管理規約集は、平成○年〇月〇日の臨時集会で、承認可決されたもので 


あり、管理規約集原本とする。 


 


 


平成○年〇月〇日 


 


 


議    長：           ㊞ 


 


 


議事録署名人：           ㊞ 


 


 


議事録署名人：           ㊞ 
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〇 〇 〇 〇 〇 
 


管 理 规 约 集 


( 簡体中文版 ) 


翻译版与日文版相异时、以原本为准 


 


 


 


 


 


 


 


平成○年〇月〇日实施 







〇〇〇〇〇 管理规约等 目录 


 


(规约集) 


＊管理规约                      １Ｐ ～ １３Ｐ 


  附表第１～第４                 １４Ｐ ～ １５Ｐ 


 


＊使用细则                     １６Ｐ ～ ２０Ｐ 


附件第１   切结书 (约定书)                 ２１Ｐ 


附件第２   委员变更届 (业主变更报告书)         ２２Ｐ 


 附件第３   通知受领场所届                ２３Ｐ 


  附件第４   入居届    (入住报告书)          ２４Ｐ 


  附件第５－１ 修缮等工事（届）・认可申请书         ２５Ｐ 


 







〇〇〇〇〇 管理规约 


 


第１章 总则 


第１条（目的） 


为加强〇〇〇〇〇之管理维护、提升良好居住品质、增进各住户间共同利益、


特定本规约。 


 


第２条 (定义) 


本规约用词定义如下。 


一 区分所有权   指"建筑物区分所有等"法律为准 (以下称「区分所有法」)。 


二 区分所有权人 指区分所有法第２条第２项称「区分所有者」为之。 


三 占有者    指区分所有法第６条第３项称「占有者」为之。 


四 専有部份   指区分所有法第２条第３项称「専有部份」为之。 


五 共用部份   指区分所有法第２条第４项称「共用部份」为之。 


六 基地     指区分所有法第２条第５项称「建筑物基地」为之。 


七 共用部份等  指「共用部份及附属施设」为之。 


八 専用使用权  指基地及共用部份等的一部份、由特定的区分所有者拥有      


       排他性的使用权为之。 


九 専用使用部份 约定供専用使用权人使用之基地及共用部份等的部份为之。 


 


第３条（遵守规约及会表决议事项的义务）  


为达安逸共同生活目标之下、区分所有权人应遵从规约规范及管理委员会决 


议事项。 


２ 居住者和区分所有权人一样应遵从规约规范及管理委员会表决议事项。 


 


第４条（标的物件的范围） 


 本规约规范物件的范围、如附表第１所记载的基地、建筑物及附属设施（以 


    下称「标的物件」）。 


 


第５条（规约及会表决议事项的法定效力） 


本规约及决议事项对区分所有权人包括其继承人及特定继承人均具有效力。 


２ 占有者对规范物件的使用得与区分所有者同样遵守规约及决议事项的义务。 


 


第６条（管理委员会） 


区分所有权人为达成第 1条目标、得由区分所有权人全体组织为〇〇〇〇〇 


管理委员会（以下称「管理委员会」）。 


２ 管理委员会事务所、设于〇〇〇〇〇内。 


３ 管理委员会职务、组织等、在第６章另定之。 
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第２章 専有部份等的范围 


第７条（専有部份的范围） 


在标的物件内由各区分所有权人所有之标的者、或専有部份为具有编号的店 


铺、事务所及住戸(有门牌号的住戸)。 


2 前项的専有部份及其他各部份的专用范围详细如下。 


一 天花板、地板及墙壁、除结构体建筑物的部份以外的専有部份。 


二 玄关门、门本身及附属另件的専有部份。 


三 窗框及窗玻璃、含在専有部份范围内的部份。 


３ 除供给第１项及前项的専有部份的専用设备如含有共用部份内的部份以外 


    为専有部份。 


 


第 8条（共用部份的范围） 


   标的物件内共用部份的范围、详如附表第２所示。 


 


第３章 基地及共用部份等的共有 


第９条（共有） 


标的物件内基地及共用部份等、为区分所有权人共有。 


 


第１０条（共有持分） 


  各区分所有权人的共有持分、详如附表第３。 


 


第１１条（请求分割及单独处分的禁止） 


  区分所有权人、不得请求分割对于基地或共用部份等的分割。 


２ 区分所有权人、不得针对専有部份内的基地及共用部份等的共有持分行使分 


    离、譲渡、抵当权的设定等之处分。 


 


第４章 用法 


第１２条（専有部份的用途） 


区分所有权人、除 1楼店舗・事务所外、専有部份只能为住宅专用、不得为 


其他用途使用。 


２ 区分所有权人、不得将専有部份供给暴力团等反社会的势力的住居及事务所 


    使用。 


３ 専有部份、供给暴力团等反社会的势力居住及其事务所使用、一经发现管理 


    负责人有权对该専有部份的区分所有权人、禁止对该専有部份的使用。 


 


第１３条（基地及共用部份等的使用） 


区分所有权人、对基地及共用部份等得依照一般正常性的使用。 
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第１４条（阳台等的専用使用权） 


区分所有权人、详如附表第３所示、店舗前面基地、事务所前面基地基地、 


阳台、露台等约定专用使用权（以下本条、第２０条第１项等称「阳台等」。）


２ 専用使用权得无偿使用(免费)。 


３ 从区分所有权人得到租借者、得与区分所有权人同样具有専用使用权使用阳 


    台等。 


 


第１５条（第三者使用基地及共用部份等） 


  管理委员会、如下列对基地及共用部份等的部份、对下列对象具有使用权。 


一 管理用仓库、机械室、其他・・・受委托的管理事务所、外包厂商因标的 


         物件的管理执行上必要的范围内。 


二 电气室・・・东京电力株式会社等电力供应会社。 


２ 前项所掲之外、管理委员会得依区分所有权人会决议、将基地及共用 


    部份等（专用使用部份除外。）的一部份、得授于第三者使用。 


 


第１６条（専有部份的修缮等） 


区分所有权人、对専有部份行使、修缮、改变模様或对建筑物内固定物件的


新装设（以下称「修缮等」。）时、需依照使用细则所定条款规定、事前得向


管理人提出通知、设计図、仕様书及工程表、并经认可后始得施工。 


２ 管理负责人在不违反第１项的状况、且不影响共用部份状态之下、其他的区 


    分所有权人原则上必须同意。 


３ 具有第１项的认可之下、区分所有权人、在认可范围内、得行使经由共用部 


    份的行使専有部份的修缮等。 


４ 其他区分所有权人或受托者、可自由进出或调查在本条实施时必要的范围、 


    修缮等位置、区分所有权人在无正当理由之下不得拒绝。 


 


第１７条（使用细则） 


  标的物件的使用、详如使用细则所定。 


 


第１８条（専有部份的借贷及譲渡） 


区分所有权人、将専有部份贷于第三者、第三者必须遵守本规约及使用细则 


所定事项。 


２ 在前项的状态、区分所有权人、在借贷契约中必须载明第三者必须遵守本规 


    约及使用细则所定事项、第三者必须向管理委员会提出切结书。 


３ 区分所有权人、不得将専有部份贷于暴力团等反社会的势力团体。 


４ 区分所有权人将専有部份贷于第三者或譲渡时、在契约书内容、必须载明 


  对方本身不得为反社会的势力、如有违反条列时、可迳自解除契约。 


５ 违反前项内容に时、区分所有权人如不迳自解除契约之状况下、管理负责人 


得代位(代理该区分所有权人)、解除该借贷契约并将専有部份请求返还区 


分所有权。 
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第５章 管理 


第１节 总则 


第１９条（区分所有权人责任义务） 


  区分所有权人、对标的物件为增进价値及功能的维持、需正常行使管理工作。 


２ 因専有部份发生事故、依本规约及其他相关法律与区分所有权人会议的决议


如认定归责于区分所有权人时、该区分所有权人及占有者必须负担全部责任。 


 


第２０条（基地及共用部份等的管理） 


  基地及共用部份等的管理、由管理委员会负责行使。但阳台等的管理、平常 


的使用则由専用使用权人负责之。 


２ 在専有部份内属于共用部份设备和构造上不能分离部份的管理和共用部份 


    的一并由管理负责人、管理委员会行使。 


 


第２１条（窗・玻璃等的改良） 


  各住戸附属窗框、窗玻璃、玄关门及其他的开口部之改良工事、为使防犯、


防音及隔断热等增进住宅性能等、为各区分所有权人负责行使。 


２ 前项的工事由各区分所有权人、依细则所定事项行使。 


 


第２２条（进入必要性的地方） 


依前２条所定管理负责人、在行使管理权必要进入、他者専有部份或専用使 


用部份、具有请求进入权。 


２ 对于前项请求进入权、无正当理由不得拒绝。 


３ 对于前项请求进入权、无正当理由又拒绝让其进入者、得负因拒绝被进入产 


    生损害结果之赔偿责任。 


４ 进入者、必须迅速将其回复原状。 


 


第２３条（损害保险） 


区分所有权人得同意、将共用部份等、交由管理委员会投保火灾保険及其他 


损害保険契约。 


２ 管理负责人（为第３３条所定之管理负责人。）、得为前项契约所需支付保 


    険金额的请求权及代理行使区分所有权人受领义务。 


 


第２节 费用的负担 


第２４条（管理费等） 


  区分所有权人、得为管理基地及共用部份等经费共同负担、以下的费用（以


下称「管理费等」。）并汇入管理委员会帐户。 


一 管理费 
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二 修缮基金 


２ 管理费等额度、原则上依各区分所有权人的共用部份持分を为基本所算额度。 


 


第２５条（继承人的行使债权） 


管理委员会对管理费等有形债权、得对区分所有权人包括继承人及特定继承 


人征收。 


 


第２６条（管理费） 


  管理费、为支付下列通常管理所需经费。 


一 清扫人员等人件费 


二 公租公课 


三 共用设备保守维持费及运转费 


四 备品费、通信费、其他事务费 


五 共用部份等的火灾保険费、其他的损害保険费 


六 常态性的补修费 


七 清洁费、消毒费及垃圾处理费 


八 委托外部业务费 


九 谘询専门知识费用 


十 为配合地域性及居住者间的互相交往所需费用 


十一 营运管理委员会所需费用 


十二 其他基地及共用部份等的通常管理所需费用 


 


第２７条（修缮基金） 


管理委员会、得将各区分所有权人缴交之修缮基金另立帐目、修缮基金得使 


用于下列特别管理所需经费(专款专用)。 


一 经过一定的年数后的修缮工程 


二 突发事件或其他特别的事由而需要的修缮 


三 基地及共用部份等的变更 


四 建筑物的重建为达成计画案所需之调查费用 


五 为区分所有权人全体的利益所需要、特别对基地及共用部份等之管理费用 


２ 除前项之外、区分所有法第６２条第１项的重建决议（以下称「重建决议」。）


而且重建在全体区分所有权人全员的同意后、还需公寓重建的顺利进行等相


关法律（以下在本项称「圆滑化法」。）第９条的公寓重建管理会（以下称「重


建管理会」。）的设立的许可及圆滑化法第４５条的公寓重建事业的许可为止


之间、有关建筑物的重建计画及设计等在有必要时、可动用本经费(修缮基


金)、管理委员会可在保留退回给不参加重建之区分所有权人额度之外、可动


用修缮基金支付上述经费。 


３ 管理委员会、可以动用修缮基金返还第１项所列各款的借款之经费。 


４ 修缮基金必须与管理费另立帐目管理。 
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第６章 管理委员会 


第１节 委员 


第２８条（委员的资格） 


  在取得区分所有权人后即有委员资格、在丧失区分所有权人后即丧失资格。 


 


第２9条（提出义务） 


  新委员在资格取得后或丧失资格时、得立即以书面向管理委员会提出通报。 


 


第２节 管理委员会业务 


第 30条（业务） 


  管理委员会、得行使下列各项业务。 


一 管理委员会得管理基地及共用部份等（以下本条及第４３条称「管理部


份」。）的保安、保全、保养、清扫、消毒及垃圾处理 


二 管理部份的修缮 


三 长期修缮计画的拟定计画或变更之业务及长期修缮计画书的管理 


四 关于建筑物的重建计画完成所需要事项的调査业务 


五 设计图、竣工图的管理 


六 修缮等的历史资料整理及管理等 


七 关于共用部份等的火灾保険及其他的损害保険业务 


八 对于区分所有权人管理専用使用部份管理委员会得行使适当的认可之管 


    理行为 


九 基地及共用部份等的变更及营运 


十 修缮基金的运用 


十一 官公署、町内会等的渉外业务 


十二 有关风纪、秩序及安全的维持之业务 


十三 有关防灾关系业务 


十四 有关公共关系及连络业务 


十五 关怀地域性与居住者间交往型态 


十六 管理委员会解散时剩余财産的清点及交接 


十七 增进其他委员间共同利益为确保良好的居住环境而必要的业务 


 


第３1条（业务委托等） 


  管理委员会在执行前条所定业务之全部或一部份得依公寓管理业者（适正化


法第２条第八号下称「公寓管理业者」。）等可委托第三者、或外包厂商代为


执行。 
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第３2条（専门知识者的活用） 


 管理委员会可谘询公寓管理士（适正化法第２条第五号下称「公寓管理士」。） 


对有关公寓管理各部份具有専门的知识者、针对管理委员会的营运及其他有


关管理上的谘询、指导、及其他援助。 


 


第３节 管理负责人 


第３3条（管理负责人） 


  管理委员会得配置管理负责人。 


２ 管理负责人、由委员或委员２等亲内、开会选任之、但依大会决议可选任 


公寓管理士等的専家任之。 


 


第３4条（管理负责人任期） 


管理负责人任期为１年（由大会决议之。任期为至下一期管理负责人上任为 


止）。可连选连任。 


２ 如任期期满或管理负责人自辞时、现任管理负责人仍需继续担任职务直到后 


    任管理负责人就任为止。 


３ 管理负责人如已丧失委员身分、则管理负责人（或委员的２亲等以内者）也 


    丧失地位。 


 


第３5条（管理负责人的诚実义务等） 


管理负责人应诚实执行对法令、规约及使用细则、其他细则（以下称「使用


细则等」。）并且遵从会议的决议之职务。 


２ 管理负责人、得收取管理负责人活动必要经费及报酬。 


 


第３6条（管理负责人的业务） 


 管理负责人是代表管理委员会、除统括业务之外、得执行下列业务。 


一 规约、使用细则等及会议决议事项、定型的管理负责人的职务事项。 


二 会议中认可、清扫员等的采用或解雇事项。 


２ 管理负责人、为区分所有法中所定管理负责人为之。 


３ 管理负责人、在通常会议、必须对委员行使对前会计年度管理委员会的业 


    务执行有关报告。 


４ 管理负责人、经会议认可、得委任管理会社或公寓管理士等、行使部份职务。 


 


第４节 会议 


第３7条（会议） 


管理委员会的会议、由全部委员组成。 


２ 区分所有法所定会议分为、通常会议及临时会议。 


３ 管理负责人、必须在毎年１回新会计年度开始以后３个月内召开通常会议。 
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４ 管理负责人、认为必要时得召开临时会议。 


５ 会议的议长、由管理负责人任之。 


 


第３8条（召集通知） 


  会议的召集通知、不得少于开会日的２周间前（会议的目的为重建议题时不


得少于 2个月前）、通知书上必须载明、会议日时、场所及目的、并必须以书


面通知全部委员。 


２ 前项的通知、得由管理委员会对委员提出报告书的住址发出书面通知。 


但、如果没有提出报告书者、则以标的物件内的専有部份所在地为之。 


３ 对于居住于标的物件内委员及未提出前项报告书委员、可将第１项的通知内


容公告于所定的掲示场所、视同寄达开会通知。 


４ 在第１项的通知书内、必须载明会议的目的是第４２条第３项第一号、第二


号或第四号所掲示事项的决议或是重建决议者、必须明列其议案的要纲。 


５ 会议的目的是重建决议时、除明列前项议案的要纲之外、必须通知下列事项。 


一 重建之必要性之理由 


二 建筑物如不重建时则该建筑物的效用维持及回复时所需要费用金额及明细


（含确保建筑物通常应具有之功能。） 


三 有关建筑物修缮计画时、该计画的详细内容 


四 建筑物修缮基金的总金额 


６ 当重建决议为主题所召开区分所有权人会议时、必须于开会日１个月前、向 


    委员召开说明会、告知会内开会事项。 


７ 如在第４０条第２项的状况下、不得延迟发出第１项的通知、其通知的内容 


    须在所定的告示场所告示之。 


８ 第１项（会议的目的是重建议题时除外。）、如在紧急状况下、管理负责人、 


经由理事会认可、可在第 1项的期间缩短为不少于５日历日。 


 


第３9条（委员会议召集权） 


  经 1名以上委员同意、可请求召开特定目的的会议时、管理负责人必须在请


求日起、2周至 4周内（会议目的为重建时、得为２周至２个月内）通知每位


区分所有权人召开临时区分所有权人大会。 


２ 管理负责人不发出通知者、由前项请求委员、可直接召开临时区分所有权人 


    会议。 


３ 由前２项所召开之临时区分所有权人大会、不受第３７条第５项约束、主席 


    由召集临时会议委员任之。 


 


第 40条（出席资格） 


  委员之外、管理负责人认为必要者、可出席会议。 


２ 会议之目的如对某专有部份占有者有利害关系时、经该部份区分所有权人同 


    意、得列席区分所有权人会议陈述其意见、但得在召开会议前通知管理负责


人。 
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第４1条（表决权） 


  各委员の表决权为所有戸数１戸具有１表决权。 


２ 数人共有１戸专有部份者、该表决权应推由一委员行使之。 


３ 前项推出 1名委员行使表决权之委员应在开会前项管理负责人报备。 


４ 区分所有权人、可以书面或以他人代理出席、行使表决权。 


５ 区分所有权人或代理人、需向管理负责人提出表决权委托书。 


 


第４2条（会议及议题） 


  会议必须为过半数以上具有表决权总数的委员参加。 


２ 会议的议题、需由过半数以上出席委员表决同意。 


３ 下列议题、需由出席委员总数的４分之３以上委员及区分所有权比例数４分 


    之３以上表决同意行之。 


一 规约之订定、变更或废止。 


二 基地及共用部份等的变更（其形状或效用具有明显变更者除外。） 


三 依区分所有法第５８条第１项、第５９条第１项或第６０条第１项的提 


    诉。 


四 超过建筑物价格的２分之１以上的毁损时、毁损共用部份的复原。 


五 其他会议中讨论本项决议办法之事项。 


４ 重建决议、不受第２项约束、需委员总数的５分之４以上及区分所有权总数 


    的５分之４以上表决同意。 


５ 在前４项中、以书面或代理人行使表决权时、认定委员本人已出席。 


６ 在第３项的第一款、规约的制定、变更或废止会特别影响一部份委员的权利


时、必须得到其同意。在此状况下、该委员如无正当理由之下不得拒绝之。 


７ 在第３项的第二款、基地及共用部份等的变更特别影响専有部份或専用使用


部份的使用时、得取得该専有部份的委员或専用使用部份认可専用使用权委


员的同意。在此状况下、该委员在无正当理由之下不得拒绝之。 


８ 在行使第３项第三款所列事项的决议时、必须事先给于该委员或占有者陈述 


    意见的机会。 


９ 在会议中、第３８条第１项仅针对已事先通知事项、可先行讨论决议之。 


 


第４3条（表决事项） 


  下列各目事项、应经区分所由权人会议决议。 


一 收支决算及事业报告 


二 收支预算及事业计画 


三 管理费及使用料金额及赋课征收办法 


四 规约及使用细则等之制定、变更或废止 


五 企划长期修缮计画或变更 


六 使用修缮基金支付第２７条第１项订定特别管理的实施及其资金的借入 


七 使用修缮积立金支付第２７条第２项订定关于建筑物的重建计画及设计 


    费 
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八 修缮基金的保管及运用办法 


九 第２０条第２项订定之管理及实施 


十 区分所有法第５７条第２项及前条第３项第三号提诉及提诉者的选任 


十一 建筑物的一部份毁损时、毁损共用部份的复原 


十二 区分所有法第６２条第１项订定之重建 


十三 管理委员的选任及解任及管理委员执行经费之支付金额及办法 


十四 签订委外管理委托契约 


十五 有关管理委员会业务的其他重要事项 


 


第４4条（会议记録及保管等） 


  议长应将会议议题作成会议记录。 


２ 会议记录应包括议题讨论事项之经过概要及结果、经议长及议长指定２名出 


    席区分所有权人大会委员署名押印。 


３ 管理负责人负责保管会议记录。委员或利害关系人得以书面要求阅览 


    会议记录时管理负责人不得拒绝。但可指定閲覧日期、地点、时间。 


４ 管理负责人得在指定公告板告知会议记录的保管场所。 


 


第４5条（书面方式决议） 


  依规约订定会议议题表决、需由委员全体认可时、可以书面方式决议之。 


２ 依规约订定会议议题需采用表决方式、在委员全体以书面同意之下、可用 


    书面方式表决之。 


３ 依规约订定会议议题需采用表决方式、其效力同开会表决。 


４ 前条第３项及第４项的规定、采用书面表决时可使用相关联书面格式。 


５ 会议相关规定、可采由书面表决之。 


 


第７章 会计 


第４6条（会计年度） 


 管理委员会会计年度、毎年１月１日至１２月３１日止。 


 


第４7条（管理委员会的收入及支出） 


  管理委员会的收入、来自规约第２４条订定之管理费等、其支出为第２６条


至第２７条所订定的诸费用。 


 


第４8条（收支预算表及变更） 


  管理负责人、毎会计年度的收支预算案得在通常管理会议提出、并通过表决。 


２ 收支预算变更时、管理负责人、得在临时会议中提出变更案、并通过表决。 


３ 管理负责人、依第４６条订定之会计年度开始后、在第１项所定事项为表决 


    前、可预先支出以下各款经费。 


一 第２６条订定之一般性管理所需支出经费、経常性质的、且在第１项表决 
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    前必须支付款项者。 


二 经会议表决长期施工工程所需经费、在第１项表决前必须支付款项者。 


４ 管理负责人、如有前项支出款项时、在第１项规定收支预算案的通常会议中、 


    必须报告支付明细。该该支出为已通过收支预算案为之。 


 


第４９条（会计报告） 


  管理负责人必须在会计年度的收支决算案通常会议上报告、且得通过表决。 


 


第５０条（管理费等的征收） 


  管理委员会、第２６条订定管理费等、各委员需在当月底前将当月份金额汇


入第５２条所定帐户、如有征收临时性费用者另订定之。 


２ 各委员在前项的日期内未缴付者、管理委员会得对未付款金额加收年利率 


１４．６％的延滞金、相关违约金、律师费及督促费、征收衍生各种费用等。 


３ 管理负责人得代表管理委员会、对未缴纳的管理费及使用费、行使提诉或其 


    他的法律途径。 


４ 为执行追讨第２项延滞金、相关违约金、律师费及督促费、征收衍生各种费


用等费用、由第２６条订定费用为之。 


５ 委员、不得对已缴纳管理费及修缮基金等、要求全部或部份归还。 


 


第５1条（管理费等的不足） 


  收支决算的结果、剩余管理费转为下年度管理费。 


２ 如管理费等不足时、管理委员会得对各委员依第２５条第２项订定管理费等


负担比例征收之。 


 


第５2条（银行帐户的开设） 


  管理委员会、为执行会计业务得以管理委员会名义开设帐户。 


 


第５3条（借款） 


  管理委员会、为执行第２７条第１项订定业务在必要范围内得以借款。 


 


第５4条（凭证类的制作及保管） 


  管理负责人、应制作并保管、会计帐簿、委员名簿及其他的凭证类、如区分


所有权人或利害关系人提出书面理由请求閲覧时不得拒绝。但可指定閲覧之


日期、时间与地点。 


 


第５5条（消灭时的财産清算） 


  管理委员会消灭时其剩余余财産按第１０条所订定依各区分所有权人の共用


部份共同持分比例、得返还给各区分所有权人。 
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第８章 其他(杂则) 


第５6条（义务违反者的处置） 


  区分所有权人或占有者作出对建筑物保存有害的行为及对建筑物管理或使用


上有妨碍全体区分所有权人共同利益时、依区分所有法第５７条至第６０条


止规定得采取必要之处置。 


 


第５7条（管理负责人勧告及指示等） 


区分所有权人与同居人或租用専有部份者与其同居人（以下称「区分所有权


人等」。）、如违反法令、规约或使用细则等事项时、或扰乱标的物件内共同


生活上的秩序行为时、管理负责人、得对该区分所有权人等、为维持公平等


得行使勧告或指示或警告。 


２ 区分所有权人与其同居人或租用専有部份者与其同居人如有前项行为时、为


维持公平等必须行使说明正确的必要之措置。 


３ 区分所有权人等如违反本规约或使用细则等时、或区分所有权人等与区分所


有权人等以外的第三者对基地、共用部份等有不法行为时、管理负责人得、


采取以下措置行为。 


一 为制止、排除该行为或请求回复原状采取必要措置时、可代表管理委员会 


    行使必要的法律途径。 


二 关于因基地及共用部份等产生损害赔偿金或要求因不当得利其返还金额  


    等案件、区分所有权人处于原告或被告时得采取其法律途径事。 


４ 前项的提诉时、管理负责人得向对方提出返还、违约金、律师费用及强制执 


    行等诸费用。 


５ 对于前项要求返还律师费用及强制执行等诸费用的金额、得以第２６条に规


定名义纳入之。 


６ 管理负责人、依第３项的规定、为维护区分所有权人的权利、处于原告或被


告时、不得拖延时间、应立即通知区分所有权人有关事项。此时适用、第３


８条第２项及第３项的规定。 


 


第５8条（管辖裁判所） 


  有关本规约事项如管理委员会与委员间的诉讼、标的物件所在地为管辖地、


由东京地方（简易）裁判所为第一审管辖裁判所。 


２ 第４３条第十号之诉讼、同前项所定。 


 


第５9条（遵守区及附近住民之间的协定） 


  区分所有权人得遵守管理委员会豊岛区或附近隣住民之间共同签定之协定。 


 


第 60条（细则） 


  会议及管理负责人的营运等事项、由细则另定之。 
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第６1条（规约外事项） 


  在本规约中未规定之事项、应由区分所有法及其他相关法律之规定办理。 


２ 规约、使用细则等或法令未定之事项、应由区分所有权人会议决议之。 


 


第６2条（规约原本等） 


  本规约由平成○年〇月〇日开催の区分所有权人大会讨论决议后制定之并经


召集会议的管理负责人及出席区分所有权人大会的２名区分所有权人（代理


人）署名押印后制成规约原本。 


２ 规约原本由管理负责人保管之、区分所有权人或利害关系人提出书面理由请


求閲覧时不得拒绝。 


３ 本规约内容在会议表决议变更后、管理负责人得、以书面载明、现在有效的


规约内容、其内容为规约原本及规约变更的决议时的会议记录内容并无相


异、署名押印后保管之。 


４ 区分所有权人或利害关系人提出书面理由请求閲覧时、管理负责人、得将规


约原本、规约变更的决议时的会议记录内容及现在有效的规约内容的书面（以


下称「规约原本等」。）提供閲覧。 


５ 第２项及前项的状况时、管理负责人、可指定阅覧之日期、时间与地点。 


６ 管理负责人得在指定公告板告知规约原本的保管场所。 


 


附则（规约的实施) 


 本规约于、平成○年〇月〇日实施。 


以上 
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附表第１ 标的物件的内容 


物 件 名   称 〇〇〇〇〇 


建 地 


所 在 地 东京都〇〇〇〇〇 


面  积 〇〇〇. 〇〇㎡（登记簿） 


权利关系 所有权（无基地权的设定） 


建 物 


结 构 等 
鉄筋水泥结构  〇楼建 


总面积 〇〇〇. 〇〇㎡（登记簿面积） 


専有部份 
店舗戸数〇戸、事务所戸数〇戸、住宅戸数〇戸 合计〇戸 


总面积 〇〇〇. 〇〇㎡（登记簿面积） 


附 属 设   施  
外璧的基础、排水沟、排水口、掲示板等 


建筑物之附属设施 


 


 


附表第２ 共用部份の范围 


１．不属于専有部份范围的「建筑物的部份」 


   大楼玄关、走廊、楼梯、梯厅、电梯机械室、顶楼屋顶、顶楼突出物、 


马达室、储水槽室、顶楼水槽室、管道间、 


度数表（给汤器等设备除外。）、内外壁、界壁、楼板、地板、 


天花板、柱、基础部份、阳台等 


２．不属于専用部份范围的「建筑物的附属物」 


   电梯设备、电气设备、给水设备、排水设备、消防・防灾设备、 


电视共同接收设备、对讲机设备、避雷针设备、集合信箱、 


各种配线的配管（给水管及瓦斯管、含由主要配管至各住戸度数表的一部份 


、雑排水管及汚水管为、分配水管及垂直管）等 


 


３．「其他附属设备」 
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附表第３ 基地及共用部份等的共有持分及表决权数 


家屋号码 住戸号码 种 类 


専有面积 


(登记簿) 持分(土地) 表决权数 


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


合  计 ㎡ 10000/10000  


 


 


 


附表第４ 阳台等的専用使用权 


   専用使用 


部份 


区 分 


  阳     台 
１楼店舗前面基地 


  事务所前面基地 
    露    台 


１位  置 各住戸附属阳台 如附表图纸所示 如附表图纸所示 


２専用使用权者 
各専有部份的 


区分所有权人 


１０１・１０２的 


   区分所有权人 


２０１・２０２的 


  区分所有权人 
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〇〇〇〇〇 使用细则 


 


第１条（主旨） 


  本细则为、〇〇〇〇〇管理规约（以下称「规约」。）依第１７条（使用细则）


的规定、订定关于标的物件的使用及区分所有权人及居住者应该遵守事项。 


第２条（定义） 


  本细则中特订定、下列各用语的来源及意义。 


 一 占有者 规约第２条（定义）第三项的规定系指区分所有权人以外的専有


部份的居住者。 


 二 共用部份等 规约第２条（定义）第七项的规定系指共用部份及附属设施。 


 三 専用使用权 规约第２条（定义）第八号的规定系指基地及共用部份等的


一部份由特定的区分所有权人及居住者具有排他性的使用权


利。 


 四 标的物件 规约第４条（标的物件的范围）的规定详如附表第１（标的物


件的表示）所示的基地、建筑物（含専有部份。）及附属设施。 


 五 管理委员会 规约第６条（管理委员会）第１项的规定称为〇〇〇〇〇管


理委员会。 


 六 阳台等 规约第１４条（阳台等的専用使用权）在第１项中规定详如附表


第４（阳台等的専用使用权）所示的阳台、一阶店舗全面基地、


事务所全面基地及露台。 


 七 阳台等的専用使用权者 具有阳台等的専用使用权的区分所有权人及居住


者。 


 八 管理负责人 依规约第３３条（管理负责人）规定称为管理负责人。 


 九 会议 规约第３７条（会议）所定会议为之。 


 


第３条（使用细则的效力及遵守的义务） 


  本细则约束效力、及于区分所有权人、包括其继承人、特定继承人、占有者


等。 


２ 占有者与区分所有权人所需负义务相同、同居者同样必须遵守本细则规定事


项。 


 


第４条（标的物件内共同禁止的行为） 


  区分所有权人及占有者在标的物件内不得行使下列行为。 


 一 不得作为规约规定用途以外使用。 


二 不得改变建筑物外観及结构。但玄关门・窗框・窗玻璃、经管理委员会认


可者除外。 


三 建筑物的基地或基物以外旁边的共用部份等、不可设置看板・公告板・广


告・标识等物、以及窗玻璃贴、写文字等行为。（1楼店舗・事务所除外） 


四 影响电气・瓦斯・给排水等设备的容量及其机械器具的新设・附加・除去
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以及变更等事项。 


五 不得携带对结构体恐有损伤之重量物品・危険物品・可能造成火灾之物品


及不洁悪臭的物品进入。 


六 会发出騒音、振动、悪臭及煤烟等行为。 


七 在建筑物内外饲养除小鸟及鉴赏用鱼类以外的动物。 


八 对电梯・地板・楼梯・手把・天花板等共用部份造成损伤、或涂鸦行为。 


九 禁止排放容易造成排水管阻塞物或腐食恶臭物。 


十 禁止从窗户・阳台・通路等丢下物品。 


十一 禁止摆放容易被突风・强风、吹落或飞散等物及恐危害其他的物品于阳


台。（阳台的女儿墙上置放花盆等。如因而发生事故得负赔偿责任。） 


 十二 其他事项、委员禁止作出对建筑物、基地及其附属施设保存的危害行为


及违反管理、使用上致使造成对其他委员的共同利益不当行为、违反公


共秩序、良好风俗等行为或妨碍、危害其他居住者之行为。 


  


第５条（店舗・事务所部份的特例） 


  店舗的専有部份用途为店舗使用、事务所的専用部份用途为事务所使用。 


２ 区分所有权人得认可、店舗・事务所区分所有权人或租借人在不损害标的物


件全体的品位之下对店舗・事务所部份的玄关门・窗框・及窗玻璃的设计及


颜色可自己负担经费及变更。 


３ 如有前项事项时、店舗・事务所的区分所有权人或租借人、必须事先以书面


方式向管理负责人通报、并得到认可后始得施工。 


 


第６条（店舗・事务所部份的注意事项） 


  店舗・事务所的区分所有权人或租借人或店舗・事务所的店员、须注意下列


事项。 


 一 发出噪音・振动・气味等对标的物件全体环境造成损害事。 


 二 垃圾的处理得依管理委员会或清扫局的指导处理。 


 三 使用火源的业者、必须彻底作好防火管理。 


 


第７条（关于専有部份的租赁相关的切结书及通报） 


  依规约第１８条（専有部份租赁及转让）第２项所定切结书的様式、详如附


表様式第１之格式为之。 


 


第８条（取得或丧失资格的通报） 


  依规约第２８条（通报义务）书面的様式、详如附表様式第２格式为之。 


 


第９条（接受通知通报地点） 


  依规约第３８条（召集手続）第２项的接受通知を地点的设定、变更或废止


的通报、得以附表様式第３书面样式向管理委员会提出。 
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第 10条（入居的通报等） 


  区分所有权人或居住者在入居同时、应迅速将附表第４书面样式向管理委员


会提出。通报事项如有变更时、应同样提出。 


２ 管理负责人、得依前二条及第１项书面样式、规约第５４条（传票类制作、


保管）制成委员名簿。 


 


第 11条（基地及共用部份等的禁止行为） 


  区分所有权人及居住者、不得对基地及共用部份等、行使下列行为。 


 一 影响建筑物的保存及共用部份的穿孔、切削或改造行为 


 二 广告物的贴示或设置及其他造成建筑物外観的改变行为 


 三 不得设置、放置将物品置于无専用使用权的庭园、走廊、楼梯及其他基地 


      的共用部份等或排他性地占用及使用 


 四 其他基地及共用部份等的非通常性的使用 


 


第 12条（阳台等适当管理） 


  阳台等的専用使用权者、为维持阳台等価値及功能、得负起对下列各事项对


阳台等的适当管理。（附属设施的植栽除外） 


 一 维护及维持 


 二 经常性的修补 


 三 清扫、消毒及垃圾清理 


 四 其他阳台等通常的使用管理 


 


第 13条（在阳台等上的禁止行为） 


  阳台等的専用使用权者、不得在阳台等上行使下列行为。 


 一 设置或放置砖头、水泥沙、水泥及大量沙土的花坛等（含草坪、但専用花 


      园除外。） 


 二 不得筑造或放置 家屋、仓库、日光罩房、温室、遮阳板、游戏设施及其他


工作物（可设置空调室外机、但遇大规模修缮等工程时、可能需要配合暂


时移开时。） 


 三 电视用的天线、业余无线用天线、音响机器及照明机器等的设置 


 四 物品的设置或放置不得妨碍紧急避难通路 


 五 毁损楼梯扶手、或有可能掉落物品的放置、设置行为 


 六 大量的撒水行为 


 七 其他、阳台等的非通常用法以外的使用行为 


 


第 14条（回复原状之义务等） 


  阳台等使用上毁损公共配线、配管、遮棚、其他共用部份等时、或扰乱标的


物件内共同生活的秩序的行为、该阳台等的専用使用权者或居住者（以下在


本条称「义务者」。）负责回复原状及损害赔偿责任。 


２ 如义务者不履行前三条及前项义务或无法完全履行时、依从本项至第５项止
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规定处置办法以外还无法确保可以完全履行时、而且、其不履行或不完全履


行放置者并对区分所有权人及居住者的共同利益产生明显危害时、管理委员


会得向义务者说明回复原状义务、或由第三者向其说明、所发生费用得向义


务者征收之。 


３ 依前项的规定处置时、必须订定相当的履行期限、当该期限到期日后还未履


行者、在行使该处置前必须通知该义务者并告知原由。 


４ 义务者在前项的期限前未履行该尽义务时、管理负责人、得依会议的决议行


使处置前、得通知义务者、行使该处置时期及处置费用的概算金额、报价单。 


５ 前二项通知事项适用规约第３８条（召集通知）第２项的规定。 


 


第 15条（専用部份的修缮等） 


  区分所有权人、对其専有部份、行使规约第１６条所规定各项修缮等时如为


下列工程时、在工程开始前１周得将修缮等工事报告书（附表様式第５－１）


向管理负责人通报之、必须取得书面认可后、始得开工。 


一 更换地板 


二 与水有关之设备（厨房・厕所・洗面化妆台・浴缸等） 


三 开口部有关的改良工程（玄关门・窗框等） 


四 其他工程、为下列各项无须认可的工程以外的工程 


２ 下列各项为无须认可、只需通报即可。 


 （居住者自己施工者无须通报） 


一 小规模的装潢工程 


  ・壁纸、地毯、纸门等的更新及塌塌米的表面更换 


  ・室内清洁 


二 器具的换新工程（不影响共用部份为限） 


 ・空调、热水器、照明器具、水龙头等的换新 


３ 下列工程、原则上不同意(不得行使)。 


 一 影响共有部份的工程 


   ・设置空调基时必须将外壁凿洞之工程 


   ・更换热水器时、须将ＰＳ、门凿洞之工程 


   ・其他、隔戸墙壁、外壁、的楼板等的结构体部份开口或凿洞之工程 


 


第 16条（垃圾处理） 


  区分所有权人及居住者、在标的物件内、必须遵守下列各事项。 


 一 垃圾必须分类、依【〇〇区垃圾分类收集表】所定、在指定收集日丢弃所 


定垃圾。 


 二 大型垃圾是需付费（购买处理券）、【〇〇区粗大收集中心】 


（电话：〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇） 


 


第 17条（通报书类的保管等） 


  管理负责人得依、第８条至第１０条及第１５条所订定书面（除现在有效的
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委员名簿除外。以下在本条称「通报书类」。）、得保存５年。 


２ 超过前项规定的保存期间的通报书类、必须在不妨碍个资保护法可任意废弃


之。 


３ 管理负责人不得私自将通报书类提供第三者閲覧或影印。但在标的物件的管


理上所需或管理委员会认为必要时、或捜査机关为行使捜査时、及在其他法


令规定之下、不在此限。 


 


第 18条（事务的委托） 


  管理负责人、可将本细则订定之事务的全部或一部份、委托第三者处理。 


 


第 19条（纷争解决等之责任） 


  有关标的物件的使用上、当区分所有权人或居住者之间发生纷争时、区分所


有权人及居住者、必须诚実以对、解决或处理该纷争。 


２ 依前项的规定、如纷争的当事者、可请求管理负责人对纷争的解决对策给予


意见。 


 


第 20条（细则以外事项） 


  本细则如有未定事项、则以规约或会议的决议订定之。 


 


第 21条（细则的改变及废止） 


  本细则的变更及废止、需经由区分所有权人大会的决议为之。但、本细则変


更致使规约也得随之变更时、必须要先经规约变更后使得变更之。 


 


第 22条（细则原本等） 


  为证明本细则与原本无异、必须载明本细则与细则制定区分所有权人大会的


会议记录内容无异、本细则原本依平成〇年〇月〇日会议决议制定而成经召集


人即管理负责人及出席会议２名区分所有权人署名押印作成１通细则原本。 


２ 细则原本由管理负责人保管之、区分所有权人或利害关系人以书面要求閲覧


时、管理负责人不得拒绝。但可指定、閲覧日期、时间、地点。 


３ 如由大会决议变更细则内容时、管理负责人得、以书面将现在有效的细则内


容、细则原本内容及由区分所有权人大会决议变更细则之会议记録的内容载


明与原本相符、并署名押印后保管之。 


 


（附 则） 


第１条 本细则于、平成〇年〇月〇日起生效。 


以上 
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附表第 1样式（使用细则 第７条关系） 


切      结      书 


 


〇〇〇〇〇管理委员会 


 管理负责人         様 


 


 


 


本人、依〇〇〇〇〇管理规约第１８条第２项的规定、〇〇〇〇〇的 


区分所有权人                   、       号室间缔结借贷合约、 


确实受领 管理规约・使用细则等影本无误。 


 


 


                                    平 成     年     月     日     


 


居住者（借主）氏 名                       印   


 


 


记 


１．确实诚实遵守〇〇〇〇〇管理规约及标的物件的使用办法等、 


        管理规约・使用细则及大会议的会议决议事项。 


  ２．不造成对其他居住者及附近隣居困扰行为。 


以  上   


 


 


（注）本通报请于迁入后３日以内、与附表第 4様式的的入居通报书一起提出。 
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附表様式第２（使用细则 第８条关系） 


委 员（区分所有权人）变 更 书 


〇〇〇〇〇管理委员会 


管理负责人       様 


                                 平 成   年   月   日 


ﾌﾘｶﾞﾅ 


                  （旧委员）氏 名              印 


ﾌﾘｶﾞﾅ 


                  （新委员）氏 名              印 


 


兹依〇〇〇〇〇管理规约第３２条（通报义务）之规定、在取得或丧失


〇〇〇〇〇管理委员会的委员的资格（区分所有权）时、提出下列通报。 


 


记 
 


１．对象住戸 ：     号室 


２．委员变更年月日 ： 平成   年   月   日 


３．委员变更的原因（以 ○圈起） 


     ａ．特定继承（买卖・赠与・法拍等手段）ｂ．概括继承（继承等） 


４．新委员的连络方式 


（氏  名）                                           


（住  所）                                           


（电话号码）                                           


５．新委员的搬入预定日（不搬入时无须记入）：平成  年  月  日 


６．旧委员姓名及新居地等 


（住  所）                                           


（电话番号）                                           


 


※管理费等相关费用、平成  年  月份（平成 年 月支付部份） 


由新委员负担。 
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附表记様式第３（使用细则 第９条关系） 


通  知  受  领  场  所  书 


 


 


平成     年     月     日  


〇〇〇〇〇管理委员会 


 管理负责人        様 


 


 


   本人、依〇〇〇〇〇使用细则第９条规定、向〇〇〇〇〇管理委员会 


提出、会议的召集通知受领处、详细如下。 


 


 


 


委员（区分所有权人）姓名                     印   


 


记 


１．対象住戸    号室 


２．通报事由（以 ○ 圈围） 


１．设立  ２．变更  ３．废止（専有部份所在地的变更） 


３．通知を受领处 


・姓 名（名 称）                  


・地  址（所在地）〒 


                                                                           


(电话)         －        －           


 


※ 地址为国外者请写国内连络处。 


以  上  


（注）通知场所为标的物件内时、无须提出本书。 
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附表様式第４（使用细则 第１０条关系） 


入       居       通       报       书 


〇〇〇〇〇管理委员会 


 管理负责人        様 


 


  本人、依〇〇〇〇〇使用细则第 10条第１项规定、在搬入〇〇〇〇〇时、 


提出通报书、详细如下。 


                                    平 成    年     月     日  


 


通报者 姓 名                      印   


 


 


１．対象住戸 


平成　　　年　　　月　　　日　申請


氏名
（区分所有者）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


連絡先  〒


（電話）　　　　－　　　　－　　　　:


号室


平成　　　年　 　月　 　日(　)～　　　年　 　月　 　日(　)


(午前・午後)＿　時　＿分～(午前・午後)＿　時＿　分


名称（商号）


事務所の所在地  〒


（電話）　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　:


添付書類


　私は、大塚八番館管理規約第１6条第１項及び専有部分の修繕等に関する使用細則第１５
条第１項の規定に基づき、この申請書により、承認申請をします。


申
請
者


対象住戸


専有部分の修繕等の名称（工事名）


承認申請に付帯する申請等


施工場所又は部位（具体的な箇所）


予定工事期間(又は着工予定日･完成
予定日)


予定工事時間（又は工事時間帯）


施
行
業
者


 


２．连络方式 


平成　　　年　　　月　　　日　申請


氏名
（区分所有者）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


連絡先  〒


（電話）　　　　－　　　　－　　　　:


号室


平成　　　年　 　月　 　日(　)～　　　年　 　月　 　日(　)


(午前・午後)＿　時　＿分～(午前・午後)＿　時＿　分


名称（商号）


事務所の所在地  〒


（電話）　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　:


添付書類


　私は、大塚八番館管理規約第１6条第１項及び専有部分の修繕等に関する使用細則第１５
条第１項の規定に基づき、この申請書により、承認申請をします。


申
請
者


対象住戸


専有部分の修繕等の名称（工事名）


承認申請に付帯する申請等


施工場所又は部位（具体的な箇所）


予定工事期間(又は着工予定日･完成
予定日)


予定工事時間（又は工事時間帯）


施
行
業
者


 
３．入居者 


平成　　　年　　　月　　　日　申請


氏名
（区分所有者）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


連絡先  〒


（電話）　　　　－　　　　－　　　　:


号室


平成　　　年　 　月　 　日(　)～　　　年　 　月　 　日(　)


(午前・午後)＿　時　＿分～(午前・午後)＿　時＿　分


名称（商号）


事務所の所在地  〒


（電話）　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　:


添付書類


　私は、大塚八番館管理規約第１6条第１項及び専有部分の修繕等に関する使用細則第１５
条第１項の規定に基づき、この申請書により、承認申請をします。


申
請
者


対象住戸


専有部分の修繕等の名称（工事名）


承認申請に付帯する申請等


施工場所又は部位（具体的な箇所）


予定工事期間(又は着工予定日･完成
予定日)


予定工事時間（又は工事時間帯）


施
行
業
者


 


４．屋主（区分所有权人）姓名及连络方式（只限借贷关系时填入） 


平成　　　年　　　月　　　日　申請


氏名
（区分所有者）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


連絡先  〒


（電話）　　　　－　　　　－　　　　:


号室


平成　　　年　 　月　 　日(　)～　　　年　 　月　 　日(　)


(午前・午後)＿　時　＿分～(午前・午後)＿　時＿　分


名称（商号）


事務所の所在地  〒


（電話）　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　:


添付書類


　私は、大塚八番館管理規約第１6条第１項及び専有部分の修繕等に関する使用細則第１５
条第１項の規定に基づき、この申請書により、承認申請をします。


申
請
者


対象住戸


専有部分の修繕等の名称（工事名）


承認申請に付帯する申請等


施工場所又は部位（具体的な箇所）


予定工事期間(又は着工予定日･完成
予定日)


予定工事時間（又は工事時間帯）


施
行
業
者


 
 


（注）本通报、在入居后３日内提出。 
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附表様式第５－１（使用细则 第１５条关系） 


専有部份修缮工事（届）・认可申请书 


 


〇〇〇〇〇管理委员会 


 管理负责人       様 


 


 


平成　　　年　　　月　　　日　申請


氏名
（区分所有者）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


連絡先  〒


（電話）　　　　－　　　　－　　　　:


号室


平成　　　年　 　月　 　日(　)～　　　年　 　月　 　日(　)


(午前・午後)＿　時　＿分～(午前・午後)＿　時＿　分


名称（商号）


事務所の所在地  〒


（電話）　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　:


添付書類


　私は、〇〇〇〇〇管理規約第１6条第１項及び専有部分の修繕等に関する使用細則第１５
条第１項の規定に基づき、この申請書により、承認申請をします。


申
請
者


対象住戸


専有部分の修繕等の名称（工事名）


承認申請に付帯する申請等


施工場所又は部位（具体的な箇所）


予定工事期間(又は着工予定日･完成
予定日)


予定工事時間（又は工事時間帯）


施
行
業
者


 


（注）本通报、须在７日前提出。 
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ファイル添付




〇〇〇〇〇　修繕積立金シミュレーション①（均等積立方式）


36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目 44年目 45年目 46年目 47年目 48年目 49年目 50年目 51年目 52年目 53年目 54年目 55年目 56年目 57年目 58年目 59年目 60年目 61年目 62年目 63年目 64年目 65年目


＜必要な修繕費の発生＞ 0 6,820 0 0 17,270 0 0 0 880 0 0 0 0 0 220 13,200 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 220 13,860


＜前提条件＞


計画開始年 2016年


戸　　数 9戸 445 ㎡ 戸当たり㎡数 49.44 ㎡


修繕積立繰越金 円


戸当り年額負担金（2016年～） 円


戸当り年額負担金（2017年～） 円


平成25年東京都平均積立修繕金 円 （月額11,800円）


平成23年ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ㎡修繕積立金 円 （月額11,053円）


集計表およびグラフ


(経年) 36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目 44年目 45年目 46年目 47年目 48年目 49年目 50年目 51年目 52年目 53年目 54年目 55年目 56年目 57年目 58年目 59年目 60年目 61年目 62年目 63年目 64年目 65年目


(年度) 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年


修繕積立金 1,137 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893


ローン借入 0 2,400 0 0 14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


年間積立金 1,137 4,293 1,893 1,893 15,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 9,393 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893


ローン借入返済金 0 0 -1,200 -1,200 0 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 -1,400 0 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0


同上累計（初年度は繰越金含む） 2,571 6,863 7,556 8,248 24,141 24,634 25,126 25,619 26,111 26,604 27,097 27,589 28,082 28,574 29,067 38,459 38,852 39,245 39,637 40,030 40,422 42,315 44,208 46,100 47,993 49,885 51,778 53,671 55,563 57,456


必要な修繕費の発生 0 6,820 0 0 17,270 0 0 0 880 0 0 0 0 0 220 13,200 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 220 13,860


同上累計 0 6,820 6,820 6,820 24,090 24,090 24,090 24,090 24,970 24,970 24,970 24,970 24,970 24,970 25,190 38,390 38,390 38,390 38,390 38,390 38,390 38,390 39,270 39,270 39,270 39,270 39,270 39,270 39,490 53,350


収支差 1,137 -2,527 1,893 1,893 -1,377 1,893 1,893 1,893 1,013 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,673 -3,807 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,013 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,673 -11,967


同上累計 2,571 43 736 1,428 51 544 1,036 1,529 1,141 1,634 2,127 2,619 3,112 3,604 3,877 69 462 855 1,247 1,640 2,032 3,925 4,938 6,830 8,723 10,615 12,508 14,401 16,073 4,106


修繕一時金戸当り(単価：千円) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


141,600 ㎡単価233円


132,631 ㎡単価218円


㎡単価213円


㎡単価334円


単位：千円


単位：千円


1,434,000


126,288 （月額10,524円）現状


210,288 （月額17,524円）7,000円UP
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36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目 44年目 45年目 46年目 47年目 48年目 49年目 50年目 51年目 52年目 53年目 54年目 55年目 56年目 57年目 58年目 59年目 60年目 61年目 62年目 63年目 64年目 65年目 


修繕費と積立金累計推移 


修繕費支出金額 


修繕費支出累計 


積立金累計 


積立金残高 







〇〇〇〇〇　修繕積立金シミュレーション②管理費会計から繰入（均等積立方式）


36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目 44年目 45年目 46年目 47年目 48年目 49年目 50年目 51年目 52年目 53年目 54年目 55年目 56年目 57年目 58年目 59年目 60年目 61年目 62年目 63年目 64年目 65年目


＜必要な修繕費の発生＞ 0 6,820 0 0 17,270 0 0 0 880 0 0 0 0 0 220 13,200 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 220 13,860


＜前提条件＞


計画開始年 2016年


戸　　数 9戸 445 ㎡ 戸当たり㎡数 49.44 ㎡


修繕積立繰越金 円


戸当り年額負担金（2015年～） 円


戸当り年額負担金（2016年～） 円


戸当り年額負担金（2017年～） 円


平成25年東京都平均積立修繕金 円 （月額11,800円）


平成23年ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ㎡修繕積立金 円 （月額11,053円）


集計表およびグラフ


(経年) 36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目 44年目 45年目 46年目 47年目 48年目 49年目 50年目 51年目 52年目 53年目 54年目 55年目 56年目 57年目 58年目 59年目 60年目 61年目 62年目 63年目 64年目 65年目


(年度) 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年


修繕積立金 1,569 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893


ローン借入 0 1,500 0 0 13,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


年間積立金 1,569 3,393 1,893 1,893 15,093 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 8,393 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893


ローン借入返済金 0 0 -750 -750 0 -1,650 -1,650 -1,650 -1,650 -1,650 -1,650 -1,650 -1,650 0 0 0 -1,300 -1,300 -1,300 -1,300 -1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0


同上累計（初年度は繰越金含む） 3,503 6,896 8,039 9,181 24,274 24,516 24,759 25,002 25,244 25,487 25,729 25,972 26,215 28,107 30,000 38,392 38,985 39,578 40,170 40,763 41,355 43,248 45,140 47,033 48,926 50,818 52,711 54,603 56,496 58,389


必要な修繕費の発生 0 6,820 0 0 17,270 0 0 0 880 0 0 0 0 0 220 13,200 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 220 13,860


同上累計 0 6,820 6,820 6,820 24,090 24,090 24,090 24,090 24,970 24,970 24,970 24,970 24,970 24,970 25,190 38,390 38,390 38,390 38,390 38,390 38,390 38,390 39,270 39,270 39,270 39,270 39,270 39,270 39,490 53,350


収支差 1,569 -3,427 1,893 1,893 -2,177 1,893 1,893 1,893 1,013 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,673 -4,807 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,013 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,673 -11,967


同上累計 3,503 76 1,219 2,361 184 426 669 912 274 517 759 1,002 1,245 3,137 4,810 2 595 1,188 1,780 2,373 2,965 4,858 5,870 7,763 9,656 11,548 13,441 15,333 17,006 5,039


修繕一時金戸当り(単価：千円) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


132,631 ㎡単価218円


単位：千円


126,288 （月額10,524円）現状 ㎡単価213円


210,288 （月額17,524円）3,000円UP ㎡単価354円


141,600 ㎡単価233円


単位：千円


1,934,880


174,288 （月額14,524円）一般会計繰入 ㎡単価294円
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36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目 44年目 45年目 46年目 47年目 48年目 49年目 50年目 51年目 52年目 53年目 54年目 55年目 56年目 57年目 58年目 59年目 60年目 61年目 62年目 63年目 64年目 65年目 


修繕費と積立金累計推移 


修繕費支出金額 


修繕費支出累計 


積立金累計 


積立金残高 







〇〇〇〇〇　修繕積立金シミュレーション③（２段階の改定方式）


36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目 44年目 45年目 46年目 47年目 48年目 49年目 50年目 51年目 52年目 53年目 54年目 55年目 56年目 57年目 58年目 59年目 60年目 61年目 62年目 63年目 64年目 65年目


＜必要な修繕費の発生＞ 0 6,820 0 0 17,270 0 0 0 880 0 0 0 0 0 220 13,200 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 220 13,860


＜前提条件＞


計画開始年 2016年


戸　　数 9戸 445 ㎡ 戸当たり㎡数 49.44 ㎡


修繕積立繰越金 円


戸当り年額負担金（2015年～） 円


戸当り年額負担金（2016年～） 円


戸当り年額負担金（2017年～） 円


戸当り年額負担金（2022年～） 円


平成25年東京都平均積立修繕金 円 （月額11,800円）


平成23年ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ㎡修繕積立金 円 （月額11,053円）


集計表およびグラフ


(経年) 36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目 44年目 45年目 46年目 47年目 48年目 49年目 50年目 51年目 52年目 53年目 54年目 55年目 56年目 57年目 58年目 59年目 60年目 61年目 62年目 63年目 64年目 65年目


(年度) 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年


修繕積立金 1,569 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893


ローン借入 0 1,600 0 0 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


年間積立金 1,569 3,331 1,731 1,731 16,131 1,731 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 9,393 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893


ローン借入返済金 0 0 -800 -800 0 -1,800 -1,800 -1,800 -1,800 -1,800 -1,800 -1,800 -1,800 0 0 0 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0


同上累計（初年度は繰越金含む） 3,503 6,834 7,765 8,695 24,826 24,756 24,849 24,942 25,034 25,127 25,219 25,312 25,405 27,297 29,190 38,582 38,975 39,368 39,760 40,153 40,545 42,438 44,330 46,223 48,116 50,008 51,901 53,793 55,686 57,579


必要な修繕費の発生 0 6,820 0 0 17,270 0 0 0 880 0 0 0 0 0 220 13,200 0 0 0 0 0 0 880 0 0 0 0 0 220 13,860


同上累計 0 6,820 6,820 6,820 24,090 24,090 24,090 24,090 24,970 24,970 24,970 24,970 24,970 24,970 25,190 38,390 38,390 38,390 38,390 38,390 38,390 38,390 39,270 39,270 39,270 39,270 39,270 39,270 39,490 53,350


収支差 1,569 -3,489 1,731 1,731 -1,139 1,731 1,893 1,893 1,013 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,673 -3,807 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,013 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,673 -11,967


同上累計 3,503 14 945 1,875 736 666 759 852 64 157 249 342 435 2,327 4,000 192 585 978 1,370 1,763 2,155 4,048 5,060 6,953 8,846 10,738 12,631 14,523 16,196 4,229


修繕一時金戸当り(単価：千円) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


174,288 （月額14,524円）一般会計繰入


141,600 ㎡単価233円


132,631 ㎡単価218円


210,288 （月額17,524円）1,500円UP


192,288 （月額16,024円）1,500円UP


単位：千円


単位：千円


1,934,880


126,288 （月額10,524円）現状 ㎡単価213円


㎡単価294円


㎡単価324円


㎡単価354円
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36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目 44年目 45年目 46年目 47年目 48年目 49年目 50年目 51年目 52年目 53年目 54年目 55年目 56年目 57年目 58年目 59年目 60年目 61年目 62年目 63年目 64年目 65年目 


修繕費と積立金累計推移 


修繕費支出金額 


修繕費支出累計 


積立金累計 


積立金残高 
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〇〇〇〇〇 管理規約 


 


第１章 總則 


第１条（目的） 


為加強〇〇〇〇〇之管理維護、提升良好居住品質、增進各住戶間共同利益、


特定本規約。 


 


第２条 (定義) 


本規約用詞定義如下。 


一 區分所有權   指"建築物區分所有等"法律為準 (以下稱「區分所有法」)。 


二 區分所有權人 指區分所有法第２條第２項稱「區分所有者」為之。 


三 佔有者    指區分所有法第６條第３項稱「佔有者」為之。 


四 専有部份   指區分所有法第２條第３項稱「専有部份」為之。 


五 共用部份   指區分所有法第２條第４項稱「共用部份」為之。 


六 基地     指區分所有法第２條第５項稱「建築物基地」為之。 


七 共用部份等  指「共用部份及附屬施設」為之。 


八 専用使用權  指基地及共用部份等的一部份、由特定的區分所有者擁有      


       排他性的使用權為之。 


九 専用使用部份 約定供専用使用權人使用之基地及共用部份等的部份為之。 


 


第３条（遵守規約及會表決議事項的義務）  


 為達安逸共同生活目標之下、區分所有權人應遵從規約規範及管理委員會決議 


事項。 


２ 居住者和區分所有權人一樣應遵從規約規範及管理委員會表決議事項。 


 


第４条（標的物件的範圍） 


 本規約規範物件的範圍、如附表第１所記載的基地、建築物及附屬設施（以 


    下稱「標的物件」）。 


 


第５条（規約及會表決議事項的法定效力） 


本規約及決議事項對區分所有權人包括其繼承人及特定繼承人均具有效力。 


２ 佔有者對規範物件的使用得與區分所有者同樣遵守規約及決議事項的義務。 


 


第６条（管理委員會） 


區分所有權人為達成第１條目標、得由區分所有權人全體組織為〇〇〇〇〇 


管理委員會（以下稱「管理委員會」）。 


２ 管理委員會事務所、設於〇〇〇〇〇內。 


３ 管理委員會職務、組織等、在第６章另定之。 
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第２章 専有部份等的範圍 


第７條（専有部份的範圍） 


在標的物件內由各區分所有權人所有之標的者、或専有部份為具有編號的店


舖、事務所及住戸(有門牌號的住戸)。 


２ 前項的専有部份及其他各部份的專用範圍詳細如下。 


   一 天花板、地板及牆壁、除結構體建築物的部份以外的専有部份。 


   二 玄關門、門本身及附屬另件的専有部份。 


   三 窗框及窗玻璃、含在専有部份範圍內的部份。 


３ 除供給第１項及前項的専有部份的専用設備如含有共用部份内的部份以外 


    為専有部份。 


 


第８條（共用部份的範圍） 


   標的物件內共用部份的範圍、詳如附表第２所示。 


 


第３章 基地及共用部份等的共有 


第９條（共有） 


標的物件內基地及共用部份等、為區分所有權人共有。 


 


第１０條（共有持分） 


  各區分所有權人的共有持分、詳如附表第３。 


 


第１１條（請求分割及單獨處分的禁止） 


  區分所有權人、不得請求分割對於基地或共用部份等的分割。 


２ 區分所有權人、不得針對専有部份內的基地及共用部份等的共有持分行使分 


    離、譲渡、抵當權的設定等之處分。 


 


第４章 用法 


第１２條（専有部份的用途） 


區分所有權人、除１樓店舗・事務所外、専有部份只能為住宅專用、不得為 


其他用途使用。 


２ 區分所有權人、不得將専有部份供給暴力團等反社會的勢力的住居及事務所 


    使用。 


３ 専有部份、供給暴力團等反社會的勢力居住及其事務所使用、一經發現管理 


    負責人有權對該専有部份的區分所有權人、禁止對該専有部份的使用。 


 


第１３條（基地及共用部份等的使用） 


區分所有權人、對基地及共用部份等得依照一般正常性的使用。 
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第１４條（陽台等的専用使用權） 


區分所有權人、詳如附表第３所示、店舗前面基地、事務所前面基地基地、 


陽台、露台等約定專用使用權（以下本條、第２０條第１項等稱「陽台等」。）


２ 専用使用權得無償使用(免費)。 


３ 從區分所有權人得到租借者、得與區分所有權人同樣具有専用使用權使用陽 


    台等。 


 


第１５條（第三者使用基地及共用部份等） 


  管理委員會、如下列對基地及共用部份等的部份、對下列對象具有使用權。 


一 管理用倉庫、機械室、其他・・・受委託的管理事務所、外包廠商因標的 


         物件的管理執行上必要的範圍內。 


二 電氣室・・・東京電力株式會社等電力供應會社。 


２ 前項所掲之外、管理委員會得依區分所有權人會決議、將基地及共用 


    部份等（專用使用部份除外。）的一部份、得授于第三者使用。 


 


第１６條（専有部份的修繕等） 


區分所有權人、對専有部份行使、修繕、改變模様或對建築物內固定物件的


新裝設（以下稱「修繕等」。）時、需依照使用細則所定條款規定、事前得向


管理人提出通知、設計図、仕様書及工程表、並經認可後始得施工。 


２ 管理負責人在不違反第１項的狀況、且不影響共用部份狀態之下、其他的區 


    分所有權人原則上必須同意。 


３ 具有第１項的認可之下、區分所有權人、在認可範圍内、得行使經由共用部 


    份的行使専有部份的修繕等。 


４ 其他區分所有權人或受託者、可自由進出或調查在本條實施時必要的範圍、 


    修繕等位置、區分所有權人在無正當理由之下不得拒絕。 


 


第１７條（使用細則） 


  標的物件的使用、詳如使用細則所定。 


 


第１８條（専有部份的借貸及譲渡） 


區分所有權人、將専有部份貸于第三者、第三者必須遵守本規約及使用細則 


所定事項。 


２ 在前項的狀態、區分所有權人、在借貸契約中必須載明第三者必須遵守本規 


    約及使用細則所定事項、第三者必須向管理委員會提出切結書。 


３ 區分所有權人、不得將専有部份貸于暴力團等反社會的勢力團體。 


４ 區分所有權人將専有部份貸于第三者或譲渡時、在契約書內容、必須載明 


  對方本身不得為反社會的勢力、如有違反條列時、可逕自解除契約。 


５ 違反前項内容に時、區分所有權人如不逕自解除契約之狀況下、管理負責人 


得代位(代理該區分所有權人)、解除該借貸契約並將専有部份請求返還區 


分所有權。 
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第５章 管理 


第１節 總則 


第１９條（區分所有權人責任義務） 


  區分所有權人、對標的物件為增進價値及功能的維持、需正常行使管理工作。 


２ 因専有部份發生事故、依本規約及其他相關法律與區分所有權人會議的決議


如認定歸責於區分所有權人時、該區分所有權人及佔有者必須負担全部責任。 


 


第２０條（基地及共用部份等的管理） 


  基地及共用部份等的管理、由管理委員會負責行使。但陽台等的管理、平常


的使用則由専用使用權人負責之。 


２ 在専有部份內屬於共用部份設備和構造上不能分離部份的管理和共用部份 


    的一併由管理負責人、管理委員會行使。 


 


第２１條（窗・玻璃等的改良） 


  各住戸附屬窗框、窗玻璃、玄關門及其他的開口部之改良工事、為使防犯、


防音及隔断熱等增進住宅性能等、為各區分所有權人負責行使。 


２ 前項的工事由各區分所有權人、依細則所定事項行使。 


 


第２２條（進入必要性的地方） 


依前２條所定管理負責人、在行使管理權必要進入、他者専有部份或専用使 


用部份、具有請求進入權。 


２ 對於前項請求進入權、無正當理由不得拒絕。 


３ 對於前項請求進入權、無正當理由又拒絕讓其進入者、得負因拒絕被進入產 


    生損害結果之賠償責任。 


４ 進入者、必須迅速將其回復原狀。 


 


第２３條（損害保險） 


區分所有權人得同意、將共用部份等、交由管理委員會投保火災保険及其他 


損害保険契約。 


２ 管理負責人（為第３３條所定之管理負責人。）、得為前項契約所需支付保険 


    金額的請求權及代理行使區分所有權人受領義務。 


 


第２節 費用的負担 


第２４條（管理費等） 


  區分所有權人、得為管理基地及共用部份等經費共同負擔、以下的費用（以


下稱「管理費等」。）並匯入管理委員會帳戶。 


一 管理費 
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二 修繕基金 


２ 管理費等額度、原則上依各區分所有權人的共用部份持分を為基本所算額度。 


 


第２５條（繼承人的行使債權） 


管理委員會對管理費等有形債權、得對區分所有權人包括繼承人及特定繼承 


人徵收。 


 


第２６條（管理費） 


  管理費、為支付下列通常管理所需經費。 


一 清掃人員等人件費 


二 公租公課 


三 共用設備保守維持費及運轉費 


四 備品費、通信費、其他事務費 


五 共用部份等的火災保険費、其他的損害保険費 


六 常態性的補修費 


七 清潔費、消毒費及垃圾處理費 


八 委託外部業務費 


九 諮詢専門知識費用 


十 為配合地域性及居住者間的互相交往所需費用 


十一 營運管理委員會所需費用 


十二 其他基地及共用部份等的通常管理所需費用 


 


第２７條（修繕基金） 


管理委員會、得將各區分所有權人繳交之修繕基金另立帳目、修繕基金得使 


用於下列特別管理所需經費(專款專用)。 


一 經過一定的年數後的修繕工程 


二 突發事件或其他特別的事由而需要的修繕 


三 基地及共用部份等的變更 


四 建築物的重建為達成計畫案所需之調查費用 


五 為區分所有權人全体的利益所需要、特別對基地及共用部份等之管理費用 


 


２ 除前項之外、區分所有法第６２條第１項的重建決議（以下稱「重建決議」。）


而且重建在全體區分所有權人全員的同意後、還需公寓重建的順利進行等相關


法律（以下在本項稱「圓滑化法」。）第９條的公寓重建管理會（以下稱「重建


管理會」。）的設立的許可及圓滑化法第４５條的公寓重建事業的許可為止之間、


有關建築物的重建計畫及設計等在有必要時、可動用本經費(修繕基金)、管理


委員會可在保留退回給不參加重建之區分所有權人額度之外、可動用修繕基金


支付上述經費。 


３ 管理委員會、可以動用修繕基金返還第１項所列各款的借款之經費。 


４ 修繕基金必須與管理費另立帳目管理。 
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第６章 管理委員會 


第１節 委員 


第２８條（委員的資格） 


  在取得區分所有權人後即有委員資格、在喪失區分所有權人後即喪失資格。 


 


第２９條（提出義務） 


  新委員在資格取得後或喪失資格時、得立即以書面向管理委員會提出通報。 


 


第２節 管理委員會業務 


第３０條（業務） 


  管理委員會、得行使下列各項業務。 


一 管理委員會得管理基地及共用部份等（以下本條及第４３條稱「管理部


份」。）的保安、保全、保養、清掃、消毒及垃圾處理 


二 管理部份的修繕 


三 長期修繕計畫的擬定計畫或變更之業務及長期修繕計畫書的管理 


四 關於建築物的重建計畫完成所需要事項的調査業務 


五 設計圖、竣工圖的管理 


六 修繕等的歷史資料整理及管理等 


七 關於共用部份等的火災保険及其他的損害保険業務 


八 對於區分所有權人管理専用使用部份管理委員會得行使適當的認可之管 


    理行為 


九 基地及共用部份等的變更及營運 


十 修繕基金的運用 


十一 官公署、町内會等的渉外業務 


十二 有關風紀、秩序及安全的維持之業務 


十三 有關防災關係業務 


十四 有關公共關係及連絡業務 


十五 關懷地域性與居住者間交往型態 


十六 管理委員會解散時剩餘財産的清點及交接 


十七 增進其他委員間共同利益為確保良好的居住環境而必要的業務 


 


第３１條（業務委託等） 


  管理委員會在執行前條所定業務之全部或一部份得依公寓管理業者（適正化


法第２條第八號下稱「公寓管理業者」。）等可委託第三者、或外包廠商代為執行。 
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第３２條（専門知識者的活用） 


 管理委員會可諮詢公寓管理士（適正化法第２條第五號下稱「公寓管理士」。） 


對有關公寓管理各部份具有専門的知識者、針對管理委員會的營運及其他有


關管理上的諮詢、指導、及其他援助。 


 


第３節 管理負責人 


第３３條（管理負責人） 


  管理委員會得配置管理負責人。 


２ 管理負責人、由委員或委員２等親内、開會選任之、但依大會決議可選任 


公寓管理士等的専家任之。 


 


第３４條（管理負責人任期） 


管理負責人任期為１年（由大會決議之。任期為至下一期管理負責人上任為 


止）。可連選連任。 


２ 如任期期滿或管理負責人自辭時、現任管理負責人仍需繼續擔任職務直到後 


    任管理負責人就任為止。 


３ 管理負責人如已喪失委員身分、則管理負責人（或委員的２親等以内者）也 


    喪失地位。 


 


第３５條（管理負責人的誠実義務等） 


管理負責人應誠實執行對法令、規約及使用細則、其他細則（以下稱「使用


細則等」。）並且遵從會議的決議之職務。 


２ 管理負責人、得收取管理負責人活動必要經費及報酬。 


 


第３６條（管理負責人的業務） 


 管理負責人是代表管理委員會、除統括業務之外、得執行下列業務。 


一 規約、使用細則等及會議決議事項、定型的管理負責人的職務事項。 


二 會議中認可、清掃員等的採用或解雇事項。 


２ 管理負責人、為區分所有法中所定管理負責人為之。 


３ 管理負責人、在通常會議、必須對委員行使對前會計年度管理委員會的業 


    務執行有關報告。 


４ 管理負責人、經會議認可、得委任管理會社或公寓管理士等、行使部份職務。 


 


第４節 會議 


第３７條（會議） 


管理委員會的會議、由全部委員組成。 


２ 區分所有法所定會議分為、通常會議及臨時會議。 


３ 管理負責人、必須在毎年１回新會計年度開始以後３個月内召開通常會議。 
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４ 管理負責人、認為必要時得召開臨時會議。 


５ 會議的議長、由管理負責人任之。 


 


第３８條（召集通知） 


  會議的召集通知、不得少於開會日的２週間前（會議的目的為重建議題時不


得少於２個月前）、通知書上必須載明、會議日時、場所及目的、並必須以書


面通知全部委員。 


２ 前項的通知、得由管理委員會對委員提出報告書的住址發出書面通知。 


但、如果沒有提出報告書者、則以標的物件内的専有部份所在地為之。 


３ 對於居住於標的物件内委員及未提出前項報告書委員、可將第１項的通知内


容公告於所定的掲示場所、視同寄達開會通知。 


４ 在第１項的通知書內、必須載明會議的目的是第４２條第３項第一號、第二


號或第四號所掲示事項的決議或是重建決議者、必須明列其議案的要綱。 


５ 會議的目的是重建決議時、除明列前項議案的要綱之外、必須通知下列事項。 


一 重建之必要性之理由 


二 建築物如不重建時則該建築物的效用維持及回復時所需要費用金額及明細


（含確保建築物通常應具有之功能。） 


三 有關建築物修繕計畫時、該計畫的詳細内容 


四 建築物修繕基金的總金額 


６ 當重建決議為主題所召開區分所有權人會議時、必須於開會日１個月前、向 


    委員召開說明會、告知會內開會事項。 


７ 如在第４０條第２項的狀況下、不得延遲發出第１項的通知、其通知的内容 


    須在所定的告示場所告示之。 


８ 第１項（會議的目的是重建議題時除外。）、如在緊急狀況下、管理負責人、 


經由理事會認可、可在第１項的期間縮短為不少於５日曆日。 


 


第３９條（委員會議召集權） 


  經１名以上委員同意、可請求召開特定目的的會議時、管理負責人必須在請


求日起、２週至４週内（會議目的為重建時、得為２週至２個月内）通知每


位區分所有權人召開臨時區分所有權人大會。 


２ 管理負責人不發出通知者、由前項請求委員、可直接召開臨時區分所有權人 


    會議。 


３ 由前２項所召開之臨時區分所有權人大會、不受第３７條第５項約束、主席 


    由召集臨時會議委員任之。 


 


第４０條（出席資格） 


  委員之外、管理負責人認為必要者、可出席會議。 


２ 會議之目的如對某專有部份佔有者有利害關係時、經該部份區分所有權人同 


    意、得列席區分所有權人會議陳述其意見、但得在召開會議前通知管理負責


人。 
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第４１條（表決權） 


  各委員の表決權為所有戸數１戸具有１表決權。 


２ 數人共有１戸專有部份者、該表決權應推由一委員行使之。 


３ 前項推出１名委員行使表決權之委員應在開會前項管理負責人報備。 


４ 區分所有權人、可以書面或以他人代理出席、行使表決權。 


５ 區分所有權人或代理人、需向管理負責人提出表決權委託書。 


 


第４２條（會議及議題） 


  會議必須為過半數以上具有表決權總數的委員參加。 


２ 會議的議題、需由過半數以上出席委員表決同意。 


３ 下列議題、需由出席委員總數的４分之３以上委員及區分所有權比例數４分 


    之３以上表決同意行之。 


一 規約之訂定、變更或廢止。 


二 基地及共用部份等的變更（其形状或效用具有明顯變更者除外。） 


三 依區分所有法第５８條第１項、第５９條第１項或第６０條第１項的提 


    訴。 


四 超過建築物價格的２分之１以上的毀損時、毀損共用部份的復原。 


五 其他會議中討論本項決議辦法之事項。 


４ 重建決議、不受第２項約束、需委員總數的５分之４以上及區分所有權總數 


    的５分之４以上表決同意。 


５ 在前４項中、以書面或代理人行使表決權時、認定委員本人已出席。 


６ 在第３項的第一款、規約的制定、變更或廢止會特別影響一部份委員的權利


時、必須得到其同意。在此狀況下、該委員如無正當理由之下不得拒絕之。 


７ 在第３項的第二款、基地及共用部份等的變更特別影響専有部份或専用使用


部份的使用時、得取得該専有部份的委員或専用使用部份認可専用使用權委


員的同意。在此狀況下、該委員在無正當理由之下不得拒絕之。 


８ 在行使第３項第三款所列事項的決議時、必須事先給於該委員或佔有者陳述 


    意見的機會。 


９ 在會議中、第３８條第１項僅針對已事先通知事項、可先行討論決議之。 


 


第４３條（表決事項） 


  下列各目事項、應經區分所由權人會議決議。 


一 收支決算及事業報告 


二 收支預算及事業計畫 


三 管理費及使用料金額及賦課徵收辦法 


四 規約及使用細則等之制定、變更或廢止 


五 企劃長期修繕計畫或變更 


六 使用修繕基金支付第２７條第１項訂定特別管理的實施及其資金的借入 


七 使用修繕積立金支付第２７條第２項訂定關於建築物的重建計畫及設計 


    費 
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八 修繕基金的保管及運用辦法 


九 第２０條第２項訂定之管理及實施 


十 區分所有法第５７條第２項及前條第３項第三號提訴及提訴者的選任 


十一 建築物的一部份毀損時、毀損共用部份的復原 


十二 區分所有法第６２條第１項訂定之重建 


十三 管理委員的選任及解任及管理委員執行經費之支付金額及辦法 


十四 簽訂委外管理委託契約 


十五 有關管理委員會業務的其他重要事項 


 


第４４條（會議記録及保管等） 


  議長應將會議議題作成會議記錄。 


２ 會議記錄應包括議題討論事項之經過概要及結果、經議長及議長指定２名出 


    席區分所有權人大會委員署名押印。 


３ 管理負責人負責保管會議記錄。委員或利害關係人得以書面要求閱覽 


    會議記錄時管理負責人不得拒絕。但可指定閲覧日期、地點、時間。 


４ 管理負責人得在指定公告板告知會議記錄的保管場所。 


 


第４５條（書面方式決議） 


  依規約訂定會議議題表決、需由委員全體認可時、可以書面方式決議之。 


２ 依規約訂定會議議題需採用表決方式、在委員全體以書面同意之下、可用 


    書面方式表決之。 


３ 依規約訂定會議議題需採用表決方式、其效力同開會表決。 


４ 前條第３項及第４項的規定、採用書面表決時可使用相關聯書面格式。 


５ 會議相關規定、可採由書面表決之。 


 


第７章 會計 


第４６條（會計年度） 


 管理委員會會計年度、毎年１月１日至１２月３１日止。 


 


第４７條（管理委員會的收入及支出） 


  管理委員會的收入、來自規約第２４條訂定之管理費等、其支出為第２６條


至第２７條所訂定的諸費用。 


 


第４８條（收支預算表及變更） 


  管理負責人、毎會計年度的收支預算案得在通常管理會議提出、並通過表決。 


２ 收支預算變更時、管理負責人、得在臨時會議中提出變更案、並通過表決。 


３ 管理負責人、依第４６條訂定之會計年度開始後、在第１項所定事項為表決 


    前、可預先支出以下各款經費。 


一 第２６條訂定之一般性管理所需支出經費、経常性質的、且在第１項表決 
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    前必須支付款項者。 


二 經會議表決長期施工工程所需經費、在第１項表決前必須支付款項者。 


４ 管理負責人、如有前項支出款項時、在第１項規定收支預算案的通常會議中、 


    必須報告支付明細。該該支出為已通過收支預算案為之。 


 


第４９條（會計報告） 


  管理負責人必須在會計年度的收支決算案通常會議上報告、且得通過表決。 


 


第５０條（管理費等的徵收） 


  管理委員會、第２５條訂定管理費等、各委員需在當月底前將當月份金額匯


入第５２條所定帳戶、如有徵收臨時性費用者另訂定之。 


２ 各委員在前項的日期內未繳付者、管理委員會得對未付款金額加收年利率 


１４．６％的延滯金、相關違約金、律師費及督促費、徵收衍生各種費用等。 


３ 管理負責人得代表管理委員會、對未繳納的管理費及使用費、行使提訴或其 


    他的法律途徑。 


４ 為執行追討第２項延滯金、相關違約金、律師費及督促費、徵收衍生各種費


用等費用、由第２７條訂定費用為之。 


５ 委員、不得對已繳納管理費及修繕基金等、要求全部或部份歸還。 


 


第５１條（管理費等的不足） 


  收支決算的結果、剩餘管理費轉為下年度管理費。 


２ 如管理費等不足時、管理委員會得對各委員依第２５條第２項訂定管理費等


負担比例徵收之。 


 


第５２條（銀行帳戶的開設） 


  管理委員會、為執行會計業務得以管理委員會名義開設帳戶。 


 


第５３條（借款） 


  管理委員會、為執行第２８條第１項訂定業務在必要範圍内得以借款。 


 


第５４條（憑證類的製作及保管） 


  管理負責人、應製作並保管、會計帳簿、委員名簿及其他的憑證類、如區分


所有權人或利害關係人提出書面理由請求閲覧時不得拒絕。但可指定閲覧之


日期、時間與地點。 


 


第５５條（消滅時的財産清算） 


  管理委員會消滅時其剩餘余財産按第１０條所訂定依各區分所有權人の共用


部份共同持分比例、得返還給各區分所有權人。 
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第８章 其他(雜則) 


第５６條（義務違反者的處置） 


  區分所有權人或佔有者作出對建築物保存有害的行為及對建築物管理或使用


上有妨礙全體區分所有權人共同利益時、依區分所有法第５７條至第６０條


止規定得採取必要之處置。 


 


第５７條（管理負責人勧告及指示等） 


區分所有權人與同居人或租用専有部份者與其同居人（以下稱「區分所有權


人等」。）、如違反法令、規約或使用細則等事項時、或擾亂標的物件内共同生


活上的秩序行為時、管理負責人、得對該區分所有權人等、為維持公平等得


行使勧告或指示或警告。 


２ 區分所有權人與其同居人或租用専有部份者與其同居人如有前項行為時、為


維持公平等必須行使說明正確的必要之措置。 


３ 區分所有權人等如違反本規約或使用細則等時、或區分所有權人等與區分所


有權人等以外的第三者對基地、共用部份等有不法行為時、管理負責人得、


採取以下措置行為。 


一 為制止、排除該行為或請求回復原狀採取必要措置時、可代表管理委員會 


    行使必要的法律途徑。 


二 關於因基地及共用部份等產生損害賠償金或要求因不當得利其返還金額 


    等案件、區分所有權人處於原告或被告時得採取其法律途徑事。 


４ 前項的提訴時、管理負責人得向對方提出返還、違約金、律師費用及強制執 


    行等諸費用。 


５ 對於前項要求返還律師費用及強制執行等諸費用的金額、得以第２６條に規


定名義納入之。 


６ 管理負責人、依第３項的規定、為維護區分所有權人的權利、處於原告或被


告時、不得拖延時間、應立即通知區分所有權人有關事項。此時適用、第３


８條第２項及第３項的規定。 


 


第５８條（管轄裁判所） 


  有關本規約事項如管理委員會與委員間的訴訟、標的物件所在地為管轄地、


由東京地方（簡易）裁判所為第一審管轄裁判所。 


２ 第４３條第十號之訴訟、同前項所定。 


 


第５９條（遵守區及附近住民之間的協定） 


  區分所有權人得遵守管理委員會豊島區或附近隣住民之間共同簽定之協定。 


 


第６０條（細則） 


  會議及管理負責人的營運等事項、由細則另定之。 
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第６１條（規約外事項） 


  在本規約中未規定之事項、應由區分所有法及其他相關法律之規定辦理。 


２ 規約、使用細則等或法令未定之事項、應由區分所有權人會議決議之。 


 


第６２條（規約原本等） 


  本規約由平成〇年〇月〇日開催の區分所有權人大會討論決議後制定之並經


召集會議的管理負責人及出席區分所有權人大會的２名區分所有權人（代理


人）署名押印後制成規約原本。 


２ 規約原本由管理負責人保管之、區分所有權人或利害關係人提出書面理由請


求閲覧時不得拒絕。 


３ 本規約內容在會議表決議變更後、管理負責人得、以書面載明、現在有效的


規約内容、其内容為規約原本及規約變更的決議時的會議記錄内容並無相異、


署名押印後保管之。 


４ 區分所有權人或利害關係人提出書面理由請求閲覧時、管理負責人、得將規


約原本、規約變更的決議時的會議記錄内容及現在有效的規約内容的書面（以


下稱「規約原本等」。）提供閲。 


５ 第２項及前項的狀況時、管理負責人、可指定閱覧之日期、時間與地點。 


６ 管理負責人得在指定公告板告知規約原本的保管場所。 


 


附則（規約的實施) 


 本規約於、平成〇年〇月〇日實施。 


以上
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附表第１ 標的物件的內容 


物 件 名   稱 〇〇〇〇〇 


建 地 


所 在 地 東京都〇〇〇〇〇 


面  積 〇〇〇.〇〇㎡（登記簿） 


權利關係 所有權（無基地權的設定） 


建 物 


結 構 等 
鉄筋水泥結構  ５樓建 


總面積 〇〇〇.〇〇㎡（登記簿面積） 


専有部份 
店舗戸數〇戸、事務所戸數〇戸、住宅戸數〇戸 合計〇戸 


總面積 〇〇〇.〇〇㎡（登記簿面積） 


附 屬 設   施  
外璧的基礎、排水溝、排水口、掲示板等 


建築物之附屬設施 


 


 


附表第２ 共用部份の範圍 


１．不屬於専有部份範圍的「建築物的部份」 


   大樓玄關、走廊、樓梯、梯廳、電梯機械室、頂樓屋頂、頂樓突出物、 


馬達室、儲水槽室、頂樓水槽室、管道間、 


度數表（給湯器等設備除外。）、内外壁、界壁、樓板、地板、 


天花板、柱、基礎部份、陽台等 


２．不屬於専用部份範圍的「建築物的附屬物」 


   電梯設備、電氣設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、 


電視共同接收設備、對講機設備、避雷針設備、集合信箱、 


各種配線的配管（給水管及瓦斯管、含由主要配管至各住戸度數表的一部份 


、雑排水管及汚水管為、分配水管及垂直管）等 


３．「其他附屬設備」 


 - 14 - 







附表第３ 基地及共用部份等的共有持分及表決權數 


家屋號碼 住戸號碼 種 類 


専有面積 


(登記簿) 持分(土地) 表決權數 


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


   ㎡ /  


合  計 ㎡ 10000/10000  


 


 


 


附表第４ 陽台等的専用使用權 


   専用使用 


部份 


區 分 


陽     台 
１樓店舗前面基地 


事務所前面基地 
    露    台 


１ 位  置 各住戸附屬陽台 如附表圖紙所示 如附表圖紙所示 


２ 専用使用權者 
各専有部份的 


區分所有權人 


１０１・１０２的 


  區分所有權人 


２０１・２０２的 


  區分所有權人 
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〇〇〇〇〇 使用細則 


 


第１條（主旨） 


  本細則為、〇〇〇〇〇管理規約（以下稱「規約」。）依第１７條（使用細則） 


的規定、訂定關於標的物件的使用及區分所有權人及居住者應該遵守事項。 


第２條（定義） 


  本細則中特訂定、下列各用語的來源及意義。 


 一 佔有者 規約第２條（定義）第三項的規定係指區分所有權人以外的専有


部份的居住者。 


 二 共用部份等 規約第２條（定義）第七項的規定係指共用部份及附屬設施。 


 三 専用使用權 規約第２條（定義）第八號的規定係指基地及共用部份等的


一部份由特定的區分所有權人及居住者具有排他性的使用權


利。 


 四 標的物件 規約第４條（標的物件的範圍）的規定詳如附表第１（標的物


件的表示）所示的基地、建築物（含専有部份。）及附屬設施。 


 五 管理委員會 規約第６條（管理委員會）第１項的規定稱為〇〇〇〇〇管


理委員會。 


 六 陽台等 規約第１４條（陽台等的専用使用權）在第１項中規定詳如附表


第４（陽台等的専用使用權）所示的陽台、一階店舗全面基地、


事務所全面基地及露台。 


 七 陽台等的専用使用權者 具有陽台等的専用使用權的區分所有權人及居住


者。 


 八 管理負責人 依規約第３３條（管理負責人）規定稱為管理負責人。 


 九 會議 規約第３７條（會議）所定會議為之。 


 


第３條（使用細則的效力及遵守的義務） 


  本細則約束效力、及於區分所有權人、包括其繼承人、特定繼承人、佔有者


等。 


２ 佔有者與區分所有權人所需負義務相同、同居者同樣必須遵守本細則規定事


項。 


 


第４條（標的物件内共同禁止的行為） 


  區分所有權人及佔有者在標的物件内不得行使下列行為。 


 一 不得作為規約規定用途以外使用。 


二 不得改變建築物外観及結構。但玄關門・窗框・窗玻璃、經管理委員會認


可者除外。 


三 建築物的基地或基物以外旁邊的共用部份等、不可設置看板・公告板・廣


告・標識等物、以及窗玻璃貼、寫文字等行為。（１樓店舗・事務所除外） 


四 影響電氣・瓦斯・給排水等設備的容量及其機械器具的新設・附加・除去
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以及變更等事項。 


五 不得攜帶對結構體恐有損傷之重量物品・危険物品・可能造成火災之物品


及不潔悪臭的物品進入。 


六 會發出騒音、振動、悪臭及煤煙等行為。 


七 在建築物内外飼養除小鳥及鑑賞用魚類以外的動物。 


八 對電梯・地板・樓梯・手把・天花板等共用部份造成損傷、或塗鴉行為。 


九 禁止排放容易造成排水管阻塞物或腐食惡臭物。 


十 禁止從窗戶・陽台・通路等丟下物品。 


十一 禁止擺放容易被突風・強風、吹落或飛散等物及恐危害其他的物品於陽


台。（陽台的女兒牆上置放花盆等。如因而發生事故得負賠償責任。） 


 十二 其他事項、委員禁止作出對建築物、基地及其附屬施設保存的危害行為


及違反管理、使用上致使造成對其他委員的共同利益不當行為、違反公


共秩序、良好風俗等行為或妨礙、危害其他居住者之行為。 


  


第５條（店舗・事務所部份的特例） 


  店舗的専有部份用途為店舗使用、事務所的専用部份用途為事務所使用。 


２ 區分所有權人得認可、店舗・事務所區分所有權人或租借人在不損害標的物


件全体的品位之下對店舗・事務所部份的玄關門・窗框・及窗玻璃的設計及


顏色可自己負担經費及變更。 


３ 如有前項事項時、店舗・事務所的區分所有權人或租借人、必須事先以書面


方式向管理負責人通報、並得到認可後始得施工。 


 


第６條（店舗・事務所部份的注意事項） 


  店舗・事務所的區分所有權人或租借人或店舗・事務所的店員、須注意下列


事項。 


 一 發出噪音・振動・氣味等對標的物件全體環境造成損害事。 


 二 垃圾的處理得依管理委員會或清掃局的指導處理。 


 三 使用火源的業者、必須徹底作好防火管理。 


 


第７條（關於専有部份的租賃相關的切結書及通報） 


  依規約第１８條（専有部份租賃及轉讓）第２項所定切結書的様式、詳如附


表様式第１之格式為之。 


 


第８條（取得或喪失資格的通報） 


  依規約第２８條（通報義務）書面的様式、詳如附表様式第２格式為之。 


 


第９條（接受通知通報地點） 


  依規約第３８條（召集手続）第２項的接受通知を地點的設定、變更或廢止


的通報、得以附表様式第３書面樣式向管理委員會提出。 
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第１０條（入居的通報等） 


  區分所有權人或居住者在入居同時、應迅速將附表第４書面樣式向管理委員


會提出。通報事項如有變更時、應同樣提出。 


２ 管理負責人、得依前二條及第１項書面樣式、規約第５４條（傳票類制作、


保管）制成委員名簿。 


 


第１１條（基地及共用部份等的禁止行為） 


  區分所有權人及居住者、不得對基地及共用部份等、行使下列行為。 


 一 影響建築物的保存及共用部份的穿孔、切削或改造行為 


 二 廣告物的貼示或設置及其他造成建築物外観的改變行為 


 三 不得設置、放置將物品置於無専用使用權的庭園、走廊、樓梯及其他基地 


      的共用部份等或排他性地佔用及使用 


 四 其他基地及共用部份等的非通常性的使用 


 


第１２條（陽台等適當管理） 


  陽台等的専用使用權者、為維持陽台等価値及功能、得負起對下列各事項對


陽台等的適當管理。（附屬設施的植栽除外） 


 一 維護及維持 


 二 經常性的修補 


 三 清掃、消毒及垃圾清理 


 四 其他陽台等通常的使用管理 


 


第１３條（在陽台等上的禁止行為） 


  陽台等的専用使用權者、不得在陽台等上行使下列行為。 


 一 設置或放置磚頭、水泥沙、水泥及大量沙土的花壇等（含草坪、但専用花 


      園除外。） 


 二 不得築造或放置 家屋、倉庫、日光罩房、溫室、遮陽板、遊戲設施及其他


工作物（可設置空調室外機、但遇大規模修繕等工程時、可能需要配合暫


時移開時。） 


 三 電視用的天線、業餘無線用天線、音響機器及照明機器等的設置 


 四 物品的設置或放置不得妨礙緊急避難通 


 五 毀損樓梯扶手、或有可能掉落物品的放置、設置行為 


 六 大量的撒水行為 


 七 其他、陽台等的非通常用法以外的使用行為 


 


第１４條（回復原狀之義務等） 


  陽台等使用上毀損公共配線、配管、遮棚、其他共用部份等時、或擾亂標的


物件内共同生活的秩序的行為、該陽台等的専用使用權者或居住者（以下在


本條稱「義務者」。）負責回復原状及損害賠償責任。 


２ 如義務者不履行前三條及前項義務或無法完全履行時、依從本項至第５項止
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規定處置辦法以外還無法確保可以完全履行時、而且、其不履行或不完全履


行放置者並對區分所有權人及居住者的共同利益產生明顯危害時、管理委員


會得向義務者說明回復原狀義務、或由第三者向其說明、所發生費用得向義


務者徵收之。 


３ 依前項的規定處置時、必須訂定相當的履行期限、當該期限到期日後還未履


行者、在行使該處置前必須通知該義務者並告知原由。 


４ 義務者在前項的期限前未履行該盡義務時、管理負責人、得依會議的決議行


使處置前、得通知義務者、行使該處置時期及處置費用的概算金額、報價單。 


５ 前二項通知事項適用規約第３８條（召集通知）第２項的規定。 


 


第１５條（専用部份的修繕等） 


  區分所有權人、對其専有部份、行使規約第１６條所規定各項修繕等時如為


下列工程時、在工程開始前１週得將修繕等工事報告書（附表様式第５－１）


向管理負責人通報之、必須取得書面認可後、始得開工。 


一 更換地板 


二 與水有關之設備（廚房・廁所・洗面化粧台・浴缸等） 


三 開口部有關的改良工程（玄關門・窗框等） 


四 其他工程、為下列各項無須認可的工程以外的工程 


２ 下列各項為無須認可、只需通報即可。 


 （居住者自己施工者無須通報） 


一 小規模的裝潢工程 


  ・壁紙、地毯、紙門等的更新及塌塌米的表面更換 


  ・室内清潔 


二 器具的換新工程（不影響共用部份為限） 


 ・空調、熱水器、照明器具、水龍頭等的換新 


３ 下列工程、原則上不同意(不得行使)。 


 一 影響共有部份的工程 


   ・設置空調基時必須將外壁鑿洞之工程 


   ・更換熱水器時、須將ＰＳ、門鑿洞之工程 


   ・其他、隔戸牆壁、外壁、的樓板等的結構體部份開口或鑿洞之工程 


 


第１６條（垃圾處理） 


  區分所有權人及居住者、在標的物件内、必須遵守下列各事項。 


 一 垃圾必須分類、依【〇〇區垃圾分類收集表】所定、在指定收集日丟棄所 


定垃圾。 


 二 大型垃圾是需付費（購買處理券）、【〇〇區粗大收集中心】 


     （電話：〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇） 


 


第１７條（通報書類的保管等） 


  管理負責人得依、第８條至第１０條及第１５條所訂定書面（除現在有效的
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委員名簿除外。以下在本條稱「通報書類」。）、得保存５年。 


２ 超過前項規定的保存期間的通報書類、必須在不妨礙個資保護法可任意廢棄


之。 


３ 管理負責人不得私自將通報書類提供第三者閲覧或影印。但在標的物件的管


理上所需或管理委員會認為必要時、或捜査機關為行使捜査時、及在其他法


令規定之下、不在此限。 


 


第１８條（事務的委託） 


  管理負責人、可將本細則訂定之事務的全部或一部份、委託第三者處理。 


 


第１９條（紛争解決等之責任） 


  有關標的物件的使用上、當區分所有權人或居住者之間發生紛争時、區分所


有權人及居住者、必須誠実以對、解決或處理該紛爭。 


２ 依前項的規定、如紛争的當事者、可請求管理負責人對紛爭的解決對策給予


意見。 


 


第２０條（細則以外事項） 


  本細則如有未定事項、則以規約或會議的決議訂定之。 


 


第２１條（細則的改變及廢止） 


  本細則的變更及廢止、需經由區分所有權人大會的決議為之。但、本細則変


更致使規約也得隨之變更時、必須要先經規約變更後使得變更之。 


 


第２２條（細則原本等） 


  為證明本細則與原本無異、必須載明本細則與細則制定區分所有權人大會的


會議記錄内容無異、本細則原本依平成〇年〇月〇日會議決議制定而成經召集


人即管理負責人及出席會議２名區分所有權人署名押印作成１通細則原本。 


２ 細則原本由管理負責人保管之、區分所有權人或利害關係人以書面要求閲覧


時、管理負責人不得拒絕。但可指定、閲覧日期、時間、地點。 


３ 如由大會決議變更細則内容時、管理負責人得、以書面將現在有效的細則内


容、細則原本內容及由區分所有權人大會決議變更細則之會議記録的内容載


明與原本相符、並署名押印後保管之。 


 


（附 則） 


第１條 本細則於、平成〇年〇月〇日起生效。 


以上 
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附表第１樣式（使用細則 第７條關係） 


切      結      書 


 


〇〇〇〇〇管理委員會 


 管理負責人         様 


 


 


 


本人、依〇〇〇〇〇管理規約第１８條第２項的規定、〇〇〇〇〇的 


區分所有權人                   、       號室間締結借貸合約、 


確實受領 管理規約・使用細則等影本無誤。 


 


 


                                    平 成     年     月     日     


 


居住者（借主）氏 名                       印   


 


 


記 


１．確實誠實遵守〇〇〇〇〇管理規約及標的物件的使用辦法等、 


        管理規約・使用細則及大會議的會議決議事項。 


  ２．不造成對其他居住者及附近隣居困擾行為。 


以  上   


 


 


（注）本通報請於遷入後３日以内、與附表第４様式的的入居通報書一起提出。 
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附表様式第２（使用細則 第８條關係） 


委 員（區分所有權人）變 更 書 


〇〇〇〇〇管理委員會 


管理負責人       様 


                                 平 成   年   月   日 


ﾌﾘｶﾞﾅ 


                  （舊委員）氏 名              印 


ﾌﾘｶﾞﾅ 


                  （新委員）氏 名              印 


 


茲依〇〇〇〇〇管理規約第３２條（通報義務）之規定、在取得或喪失


〇〇〇〇〇管理委員會的委員的資格（區分所有權）時、提出下列通報。 
 


記 
 


１．對象住戸 ：     號室 


２．委員變更年月日 ： 平成   年   月   日 


３．委員變更的原因（以 ○圈起） 


     ａ．特定繼承（買賣・贈與・法拍等手段）ｂ．概括繼承（繼承等） 


４．新委員的連絡方式 


（氏  名）                                           


（住  所）                                            


（電話號碼）                                            


５．新委員的搬入預定日（不搬入時無須記入）：平成  年  月  日 


６．舊委員姓名及新居地等 


（住  所）                                           


（電話番號）                                           


 


※管理費等相關費用、平成  年  月份（平成  年  月支付部份）


由新委員負擔。 
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附表記様式第３（使用細則  第９條關係）  


通  知  受  領  場  所  書 


 


 


平成     年     月     日  


〇〇〇〇〇管理委員會 


 管理負責人        様 


 


 


   本人、依〇〇〇〇〇使用細則第９條規定、向〇〇〇〇〇管理委員會 


提出、會議的召集通知受領處、詳細如下。 


 


 


 


委員（區分所有權人）姓名                     印   


 


記 


１．対象住戸    號室 


２．通報事由（以 ○ 圈圍） 


１．設立  ２．變更  ３．廢止（専有部份所在地的變更） 


３．通知を受領處 


・姓 名（名 稱）                  


・地  址（所在地）〒 


                                                                           


(電話)         －        －           


 


※ 地址為國外者請寫國內連絡處。 


以  上  


（注）通知場所為標的物件内時、無須提出本書。 
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附表様式第４（使用細則 第１０條關係） 


入       居       通       報       書 


〇〇〇〇〇管理委員會 


 管理負責人        様 


 


  本人、依〇〇〇〇〇使用細則第１０條第１項規定、在搬入〇〇〇〇〇時、 


提出通報書、詳細如下。 


                                    平 成    年     月     日 


 


通報者 姓 名                      印  


   


１．対象住戸 


平成　　　年　　　月　　　日　申請


氏名
（区分所有者）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


連絡先  〒


（電話）　　　　－　　　　－　　　　:


号室


平成　　　年　 　月　 　日(　)～　　　年　 　月　 　日(　)


(午前・午後)＿　時　＿分～(午前・午後)＿　時＿　分


名称（商号）


事務所の所在地  〒


（電話）　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　:


添付書類


　私は、大塚八番館管理規約第１6条第１項及び専有部分の修繕等に関する使用細則第１５
条第１項の規定に基づき、この申請書により、承認申請をします。


申
請
者


対象住戸


専有部分の修繕等の名称（工事名）


承認申請に付帯する申請等


施工場所又は部位（具体的な箇所）


予定工事期間(又は着工予定日･完成
予定日)


予定工事時間（又は工事時間帯）


施
行
業
者


 
２．連絡方式 


平成　　　年　　　月　　　日　申請


氏名
（区分所有者）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


連絡先  〒


（電話）　　　　－　　　　－　　　　:


号室


平成　　　年　 　月　 　日(　)～　　　年　 　月　 　日(　)


(午前・午後)＿　時　＿分～(午前・午後)＿　時＿　分


名称（商号）


事務所の所在地  〒


（電話）　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　:


添付書類


　私は、大塚八番館管理規約第１6条第１項及び専有部分の修繕等に関する使用細則第１５
条第１項の規定に基づき、この申請書により、承認申請をします。


申
請
者


対象住戸


専有部分の修繕等の名称（工事名）


承認申請に付帯する申請等


施工場所又は部位（具体的な箇所）


予定工事期間(又は着工予定日･完成
予定日)


予定工事時間（又は工事時間帯）


施
行
業
者


 
３．入居者 


平成　　　年　　　月　　　日　申請


氏名
（区分所有者）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


連絡先  〒


（電話）　　　　－　　　　－　　　　:


号室


平成　　　年　 　月　 　日(　)～　　　年　 　月　 　日(　)


(午前・午後)＿　時　＿分～(午前・午後)＿　時＿　分


名称（商号）


事務所の所在地  〒


（電話）　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　:


添付書類


　私は、大塚八番館管理規約第１6条第１項及び専有部分の修繕等に関する使用細則第１５
条第１項の規定に基づき、この申請書により、承認申請をします。


申
請
者


対象住戸


専有部分の修繕等の名称（工事名）


承認申請に付帯する申請等


施工場所又は部位（具体的な箇所）


予定工事期間(又は着工予定日･完成
予定日)


予定工事時間（又は工事時間帯）


施
行
業
者


 


４．屋主（區分所有權人）姓名及連絡方式（只限借貸關係時填入） 


平成　　　年　　　月　　　日　申請


氏名
（区分所有者）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


連絡先  〒


（電話）　　　　－　　　　－　　　　:


号室


平成　　　年　 　月　 　日(　)～　　　年　 　月　 　日(　)


(午前・午後)＿　時　＿分～(午前・午後)＿　時＿　分


名称（商号）


事務所の所在地  〒


（電話）　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　:


添付書類


　私は、大塚八番館管理規約第１6条第１項及び専有部分の修繕等に関する使用細則第１５
条第１項の規定に基づき、この申請書により、承認申請をします。


申
請
者


対象住戸


専有部分の修繕等の名称（工事名）


承認申請に付帯する申請等


施工場所又は部位（具体的な箇所）


予定工事期間(又は着工予定日･完成
予定日)


予定工事時間（又は工事時間帯）


施
行
業
者


 
 


（注）本通報、在入居後３日内提出。 
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附表様式第５－１（使用細則 第１５條關係） 


専有部份修繕工事（届）・認可申請書 


 


〇〇〇〇〇管理委員會 


 管理負責人       様 


 


 


平成　　　年　　　月　　　日　申請


氏名
（区分所有者）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


連絡先  〒


（電話）　　　　－　　　　－　　　　:


号室


平成　　　年　 　月　 　日(　)～　　　年　 　月　 　日(　)


(午前・午後)＿　時　＿分～(午前・午後)＿　時＿　分


名称（商号）


事務所の所在地  〒


（電話）　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　:


添付書類


　私は、〇〇〇〇〇管理規約第１6条第１項及び専有部分の修繕等に関する使用細則第１５
条第１項の規定に基づき、この申請書により、承認申請をします。


申
請
者


対象住戸


専有部分の修繕等の名称（工事名）


承認申請に付帯する申請等


施工場所又は部位（具体的な箇所）


予定工事期間(又は着工予定日･完成
予定日)


予定工事時間（又は工事時間帯）


施
行
業
者


 


（注）本通報、須在７日前提出。 
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